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(57)【要約】
【課題】緊急事態が発生した場合において、被検体の安
全の確保を図ることができる超音波診断装置などの医用
画像診断装置を提供することを目的とする。
【解決手段】超音波診断装置は、プローブの種類と、当
該プローブの種類に対応付けられた制御内容とを記憶し
、緊急事態の発生を示す緊急情報の入力を受けたことに
応じ、接続されているプローブの種類を判別し、当該判
別結果に対応する制御内容を取得し、制御内容に応じた
制御を行う。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のプローブが選択的に接続される超音波診断装置であって、
　緊急事態の発生を示す緊急情報の入力を受けるインターフェースと、
　プローブの種類と、当該プローブの種類に対応付けられた制御内容とを記憶する記憶部
と、
　前記インターフェースが緊急情報の入力を受けたことに応じ、接続されている前記プロ
ーブの種類を判別し、当該判別結果に対応する前記制御内容を前記記憶部から取得し、該
制御内容に応じた制御を行う制御部を備える
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　表示部を備え、
　前記記憶部は、前記プローブの種類と、前記制御内容としての前記緊急事態への対処手
順を含む対処法情報とを対応付けて記憶し、
　前記制御部は、前記インターフェースが前記緊急情報を受信すると、前記プローブの種
類に応じて前記記憶部から前記対処法情報を取得し、該対処法情報に基づく対処手順を前
記表示部に表示させる
ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記記憶部は、前記プローブの種類として、被検体への挿入物に関連するプローブを示
す第１プローブ類と、該第１プローブ類以外のプローブを示す第２プローブ類とに少なく
とも種別して記憶する
ことを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記第１プローブ類は、さらに体腔内プローブ類と、穿刺プローブ類とに種別されて前
記記憶部に記憶される
ことを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記インターフェースには、操作者を介し、前記緊急情報として、装置の所在地の緊急
的な状況変化を示す所在地緊急情報または被検体の容態の緊急的な変化を示す被検体緊急
情報が入力される
ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記インターフェースには、被検体の生体情報を計測する生体情報測定器具を介し、前
記緊急情報として、被検体の容態の緊急的な変化を示す被検体緊急情報が入力される
ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記インターフェースには、ネットワークを介し、前記緊急情報として、装置の所在地
の緊急的な状況変化を示す所在地緊急情報が入力される
ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記記憶部は、緊急情報の種類として、被検体の容態の緊急的な変化を示す被検体緊急
情報と、装置の所在地の緊急的な状況変化を示す所在地緊急情報とを、少なくとも記憶す
る
ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記所在地緊急情報は、さらに前記所在地における災害情報と設備不良情報とに種別さ
れて前記記憶部に記憶される
ことを特徴とする請求項５，７または８に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
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　前記プローブが接続される接続部を備え、
　前記制御部は、
　前記緊急情報の入力を受けたことに対応して、前記接続部に前記第１プローブ類に属す
るプローブが接続されているかを判断し、
　該第１プローブ類に属するプローブが接続されていると判断した場合に、該プローブの
種類と該受信した緊急情報の種類との組み合わせに対応する前記対処法情報を前記記憶部
から取得して、前記対処手順を前記表示部に表示させる
ことを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記プローブが接続される接続部を備え、
　前記制御部は、
　前記緊急情報の入力を受けたことに対応して、前記接続部に前記第１プローブ類に属す
るプローブが接続されているかを判断し、
　該プローブが接続されていると判断した場合に、該プローブの駆動の有無または該プロ
ーブが受けた受信信号に基づいて該プローブが使用されているか判断し、
　該プローブが使用されていると判断した場合に、該プローブの種類と該入力された緊急
情報の種類との組み合わせに応じた、前記対処法情報を前記記憶部から取得し、前記対処
手順を前記表示部に表示させる
ことを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記プローブが接続される接続部を備え、
　前記制御部は、
　前記緊急情報の入力を受けたことに対応して、前記接続部に前記体腔内プローブ類また
は前記穿刺プローブ類に属するプローブが接続されているかを判断し、
　該プローブが接続されていると判断した場合、該プローブが受けた受信信号に基づいて
体腔内プローブまたは穿刺針が挿入されているか判断し、
　該体腔内プローブまたは穿刺針が挿入されていると判断した場合に、該プローブと該受
信した緊急情報との組み合わせに応じた、前記対処法情報を前記記憶部から取得し、前記
対処手順を前記表示部に表示させる
ことを特徴とする請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記対処手順が表示された後、操作者により前記体腔内プローブまたは穿刺針が体腔外
へ取り出されたことを示す入力操作を受けたときに、前記制御部は、該プローブによる超
音波パルスの送信を停止させる
ことを特徴とする請求項１２に記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　前記対処手順を表示させた後、前記プローブが受けた受信信号に基づいて前記体腔内プ
ローブまたは穿刺針が体腔外へ取り出されたか判断し、
　体腔外へ取り出されたと判断した場合、該プローブによる超音波パルスの送信を停止さ
せる
ことを特徴とする請求項１２に記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　前記記憶部は、前記緊急情報の種類として、被検体の容態の緊急的な変化を示す被検体
緊急情報と、装置の所在地の緊急的な状況変化を示す所在地緊急情報とを、少なくとも記
憶し、かつ該所在地からの避難経路を示す避難経路情報を記憶し、
　前記対処手順が表示された後、前記体腔内プローブまたは穿刺針が被検体の体腔外へ取
り出されたことを示す入力操作を受けたときに、前記制御部は、前記入力された前記緊急
情報が、前記所在地緊急情報である場合、前記記憶部から前記避難経路情報を取得し、
　さらに前記取得した避難経路情報に基づいて、前記表示部に前記避難経路を表示させる
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ことを特徴とする請求項１２に記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記記憶部は、前記緊急情報の種類として、被検体の容態の緊急的な変化を示す被検体
緊急情報と、装置の所在地の緊急的な状況変化を示す所在地緊急情報とを、少なくとも記
憶し、かつ該所在地からの避難経路を示す避難経路情報を記憶し、
　前記制御部は、前記対処手順を表示させた後、前記プローブが受けた受信信号に基づい
て、前記体腔内プローブまたは穿刺針が被検体の体腔外へ取り出されたか判断し、
　取り出されたと判断した場合、さらに前記入力された前記緊急情報が前記所在地緊急情
報であれば、前記記憶部から前記避難経路情報を取得し、
　さらに前記取得した避難経路情報に基づいて、前記表示部に前記避難経路を表示させる
ことを特徴とする請求項１２に記載の超音波診断装置。
【請求項１７】
　前記インターフェースは、前記所在地を示す現在地情報を受け、
　前記記憶部は、位置情報と該位置情報の周辺情報と、前記避難経路情報とを対応付けて
記憶し、
　前記制御部は、前記プローブまたは前記穿刺針が被検体の体腔外へ取り出されたことに
応じて、前記現在地情報に基づき前記位置情報を特定し、前記避難経路情報を取得する
ことを特徴とする請求項１５または１６に記載の超音波診断装置。
【請求項１８】
　前記記憶部は、前記緊急情報の種類として、被検体の容態の緊急的な変化を示す被検体
緊急情報と、装置の所在地の緊急的な状況変化を示す所在地緊急情報とを、少なくとも記
憶し、かつ該所在地から他の場所までの被検体の搬送経路を示す搬送経路情報を記憶し、
　前記対処手順が表示された後、前記プローブまたは穿刺針が被検体の体腔外へ取り出さ
れたことを示す入力操作を受けたときに、前記制御部は、前記入力された前記緊急情報が
、前記被検体緊急情報である場合、前記記憶部から前記搬送経路情報を取得し、
　さらに前記取得した前記搬送経路情報に基づいて、前記表示部に搬送経路を表示させる
ことを特徴とする請求項１２に記載の超音波診断装置。
【請求項１９】
　前記記憶部は、前記緊急情報の種類として、被検体の容態の緊急的な変化を示す被検体
緊急情報と、装置の所在地の緊急的な状況変化を示す所在地緊急情報とを、少なくとも記
憶し、かつ該所在地から他の場所までの被検体の搬送経路を示す搬送経路情報を記憶し、
　前記制御部は、前記対処手順を表示させた後、前記プローブが受けた受信信号に基づい
て前記体腔内プローブまたは穿刺針が被検体の体腔外へ取り出されたか判断し、
　取り出されたと判断した場合、さらに前記入力された前記緊急情報が、前記被検体緊急
情報であれば、前記記憶部から前記搬送経路情報を取得し、
　さらに前記取得した前記搬送経路情報に基づいて、前記表示部に搬送経路を表示させる
ことを特徴とする請求項１２に記載の超音波診断装置。
【請求項２０】
　前記インターフェースは、前記所在地を示す現在地情報を受け、
　前記記憶部は、位置情報と該位置情報の周辺情報と、前記搬送経路情報とを対応付けて
記憶し、
　前記制御部は、前記プローブまたは前記穿刺針が被検体の体腔外へ取り出されたことに
応じて、前記現在地情報に基づき前記位置情報を特定し、前記搬送経路情報を取得する
ことを特徴とする請求項１８または１９に記載の超音波診断装置。
【請求項２１】
　前記プローブが接続される接続部を備え、
　前記制御部は、前記緊急情報の入力を受けたこと対応して、前記接続部に接続されてい
るプローブそれぞれの種類を判断し、
　該第２プローブ類に属するプローブについては、少なくとも超音波パルスの送信を停止
させ、
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　該第１プローブ類に属するプローブについては、超音波パルスの送信を継続させる
ことを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項２２】
　被検体を撮像して医用画像を生成する医用画像診断装置であって、
　操作者の操作もしくは被検体の生体情報を計測する生体情報測定器具を介し、被検体の
容態の緊急的な変化を示す被検体緊急情報が入力されるかまたは、操作者の操作もしくは
ネットワークを介し、装置の所在地の緊急的な状況変化を示す所在地緊急情報が入力され
るインターフェースと、
　前記被検体緊急情報にかかる緊急事態に対応した第１の手順を示す第１の対処法情報、
および前記所在地緊急情報にかかる前記緊急事態に対応した第２の手順を示す第２の対処
法情報を記憶する記憶部と、
　表示部と、
　前記インターフェースに前記被検体緊急情報が入力されると、前記記憶部から前記第１
の対処法情報を取得して前記第１の手順を前記表示部に表示させ、
　前記インターフェースに前記所在地緊急情報が入力されると、前記記憶部から前記第２
の対処法情報を取得して前記第２の手順を前記表示部に表示させる制御部と、を備える
ことを特徴とする医用画像診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明の実施形態は超音波診断装置および医用画像診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医用画像診断装置は、検査・診断を行うため、被検体内の組織の情報を医用画像（透視
画像、断層画像、血流画像等）として画像化する装置である。医用画像診断装置としては
、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、超音波診断装置等がある。
【０００３】
　例えば、超音波診断装置は、超音波プローブを用いて被検体内に超音波を送信してその
反射波を受信する。これにより、超音波診断装置は被検体の生体情報を取得する。
【０００４】
　超音波プローブには、様々な種類のものがある。例えば、超音波の走査方式によってい
くつかの種類に分けることができる。この種類には、超音波ビームを直線的に走査させる
リニアスキャン用超音波プローブ、超音波ビームを扇型に走査させるセクタスキャン用超
音波プローブ、凸面状に配列された超音波振動子をリニアスキャンと同様な方法で駆動す
るコンベックススキャン用超音波プローブなどがある。
【０００５】
　また、超音波プローブの種類を、その使用形態において分類することができる。例えば
、被検体外（体表面など）から超音波を送信する方式の超音波プローブ（以下、単に「超
音波プローブ」と記載することがある。）および穿刺プローブや、体腔内に挿入する体腔
内プローブなどがある。
【０００６】
　超音波診断装置などの医用画像診断装置によって被検体についての画像を取得している
ときに、地震等の緊急事態が発生する場合がありうる。これについては従来、地震の揺れ
を検出し、その検出に応じて医用画像診断装置の故障箇所の有無を確認するシステムが提
案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１７２２３８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来、被検体の安全確保や危険回避のための行動は、装置の操作者の判
断、経験に委ねられることが多かった。したがって、装置の操作に慣れていない操作者の
場合、例えば緊急事態発生時の判断誤りにより、被検体の安全確保に支障をきたすおそれ
があった。また、装置の操作経験があったとしても、緊急事態によって操作者が混乱し、
正確な対処ができない場合もある。
【０００９】
　この実施形態は、緊急事態が発生した場合において、被検体の安全の確保を図ることが
できる超音波診断装置などの医用画像診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この実施形態にかかる超音波診断装置は、複数のプローブが選択的に接続される。また
、超音波診断装置はインターフェースと、記憶部と、制御部とを有する。インターフェー
スは、緊急事態の発生を示す緊急情報の入力を受ける。記憶部は、プローブの種類と、当
該プローブの種類に対応付けられた制御内容とを記憶する。制御部は前記インターフェー
スが緊急情報の入力を受けたことに応じ、接続されている前記プローブの種類を判別し、
当該判別結果に対応する前記制御内容を前記記憶部から取得し、該制御内容に応じた制御
を行う。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態にかかる超音波診断装置を示す概略斜視図である。
【図２】第１実施形態にかかる超音波診断装置を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態における記憶部に記憶された対処法ＤＢのテーブルを示す概略図で
ある。
【図４】第１実施形態にかかる超音波診断装置の動作の概略を示すフローチャートである
。
【図５】第１実施形態にかかる記憶部に記憶された対処法ＤＢのテーブルの変形例を示す
概略図である
【図６】第３実施形態にかかる超音波診断装置を示すブロック図である。
【図７】第３実施形態にかかる超音波診断装置の動作の概略を示すフローチャートである
。
【図８】第３実施形態にかかる超音波診断装置の動作の概略を示すフローチャートである
。
【図９】第４実施形態にかかる超音波診断装置を示すブロック図である。
【図１０】第５実施形態にかかる超音波診断装置を示すブロック図である。
【図１１】第５実施形態にかかる記憶部に記憶された対処法ＤＢのテーブルを示す概略図
である。
【図１２】第５実施形態にかかる超音波診断装置の動作の概略を示すフローチャートであ
る。
【図１３】第５実施形態にかかる超音波診断装置の動作の概略を示すフローチャートであ
る。
【図１４】第６実施形態にかかる超音波診断装置の動作の一例の概略を示すフローチャー
トである。
【図１５】第６実施形態にかかる超音波診断装置の動作の一例の概略を示すフローチャー
トである。
【図１６】第７実施形態にかかる超音波診断装置の動作の一例の概略を示すフローチャー
トである。
【図１７】第７実施形態にかかる超音波診断装置の動作の一例の概略を示すフローチャー
トである。
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【図１８】第８実施形態にかかる超音波診断装置の動作の一例の概略を示すフローチャー
トである。
【図１９】第８実施形態にかかる超音波診断装置の動作の一例の概略を示すフローチャー
トである。
【図２０】第９実施形態にかかる避難経路ＤＢのテーブルを示す概略図である。
【図２１】第９実施形態の超音波診断装置が表示する避難経路画面を示す概略図である。
【図２２】第９実施形態にかかる超音波診断装置の動作の一例の概略を示すフローチャー
トである。
【図２３】第９実施形態にかかる超音波診断装置の動作の一例の概略を示すフローチャー
トである。
【図２４】第９実施形態にかかる超音波診断装置の動作の一例の概略を示すフローチャー
トである。
【図２５】第１０実施形態にかかる搬送経路ＤＢのテーブルを示す概略図である。
【図２６】第１０実施形態にかかる超音波診断装置の動作の一例の概略を示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１～２６を参照して、第１実施形態～第１１実施形態にかかる超音波診断装置につい
て説明する。
【００１３】
［第１実施形態］
　図１を参照して、超音波診断装置１００について説明する。超音波診断装置１００は、
本体１０１、接続部１０２、操作部１０３、表示部１０４を有する。なお、図１は、超音
波診断装置１００の例示である。したがって、本体１０１の構成、接続部１０２、操作部
１０３、表示部１０４の配置や構成などは図１に例示するものに限られず、適宜変更が可
能である。例えば図１のような超音波診断装置１００でなく、本実施形態を携帯型の超音
波診断装置に適用することも可能である。
【００１４】
〈全体構成〉
　（本体１０１）
　本体１０１はその内部に、超音波診断装置１００における入出力、演算、制御等の各処
理を行うユニットを有している（図２参照）。また図１の例では本体１０１の底部に、超
音波診断装置１００を搬送するための移動手段が設けられている。本体１０１の側面には
超音波プローブ１１０等を接続可能な接続部１０２が設けられている。さらに本体１０１
には、操作部１０３および表示部１０４が設けられている。
【００１５】
　（接続部１０２）
　本体１０１の側面における接続部１０２は、プローブコネクタとしての第１コネクタ１
０２ａ、第２コネクタ１０２ｂ、第３コネクタ１０２ｃを有している。第１コネクタ１０
２ａ～第３コネクタ１０２ｃには、被検体から組織情報を取得するための各種の超音波プ
ローブが接続可能である。なお、接続部１０２に設けられるプローブコネクタの数は任意
であり、図１の例に限られない。
【００１６】
　ここで、上記「各種の超音波プローブ」には、スキャン方式や超音波振動子の配列形状
で種別された超音波プローブが含まれる。例えば、リニアスキャン用超音波プローブ、セ
クタスキャン用超音波プローブ、コンベックススキャン用超音波プローブなどが含まれる
。さらに「各種の超音波プローブ」の他の例としては、その使用形態で種別された超音波
プローブが含まれる。例えば、被検体内に挿入される超音波プローブ、被検体内への挿入
物（穿刺針等）を伴う超音波プローブ、被検体外（体表面など）から超音波を送信する方
式の超音波プローブなどが含まれる。
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【００１７】
　以下、説明の便宜上、被検体外から超音波を送信する方式の超音波プローブを、単に「
超音波プローブ」と記載する。同様に、被検体内に挿入される超音波プローブ（超音波内
視鏡、経直腸プローブ、経食道プローブ、経膣プローブ、経肛門プローブ等）を「体腔内
プローブ」と記載する。また、穿刺アダプタとともに使用する穿刺針等、被検体内への挿
入物を伴う超音波プローブを「穿刺プローブ」と記載する。また以下において、これら「
超音波プローブ」、「体腔内プローブ」、「穿刺プローブ」については、特に断りがなけ
れば、スキャン方式や超音波振動子配列の異なるプローブの種別の違いについての記載を
省略する。
【００１８】
　また、超音波プローブ１１０、体腔内プローブ１１１、穿刺プローブ１１２としては、
複数の超音波振動子が走査方向に１列に配置された１次元アレイプローブ、複数の超音波
振動子が２次元的に配置された２次元アレイプローブ、または、走査方向に１列に配置さ
れた複数の超音波振動子を、走査方向に直交する揺動方向に揺動させる機械式１次元アレ
イプローブなどの種別がある。超音波プローブ１１０、体腔内プローブ１１１、穿刺プロ
ーブ１１２は被検体に超音波を送信し、被検体からの反射波をエコー信号として受信する
。
【００１９】
　超音波プローブ１１０、体腔内プローブ１１１および穿刺プローブ１１２には、超音波
診断装置１００本体接続用のケーブルが設けられている。ケーブルの一端にはプローブの
本体部分が接続され、かつこのケーブルはプローブにおける接続用基板等を介して回路部
分と電気的に接続されている。ケーブルの他端には、各プローブを接続部１０２の第１コ
ネクタ１０２ａ等に対して脱着可能とするコネクタ（プラグ、ジャック、レセプタクル等
）が設けられている。接続部１０２の第１コネクタ１０２ａ～第３コネクタ１０２ｃそれ
ぞれは、プローブのコネクタに対応して構成されており、プローブのコネクタが脱着可能
である。もしくは、アダプタを介して第１コネクタ１０２ａ～第３コネクタ１０２ｃそれ
ぞれと、プローブのコネクタが脱着可能な場合もある。
【００２０】
　（操作部１０３）
　操作部１０３は、ユーザによる操作を受けて、この操作内容に応じた信号や情報を装置
各部に入力する。例えば操作部１０３を介して、超音波画像の取得にかかる操作を実行可
能であり、また、後述の被検体緊急情報の入力操作を行うこともできる。操作部１０３は
、マウスなどのポインティングデバイスやキーボードに限らず、任意のユーザインターフ
ェースを用いることができる。操作部１０３におけるこの緊急情報の入力手段を、例えば
、表示部１０４と一体のタッチパネルにおけるソフトウェアキー（ｓｏｆｔｋｅｙ）とし
て構成することも可能である。なお、操作部１０３は、ネットワークやメディアを介して
信号や情報の入力を受ける機能を有していてもよい。
【００２１】
　（表示部１０４）
　表示部１０４は、超音波画像、操作画面、設定画面や、後述の対処法表示画面を表示す
る。ＣＲＴや液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ＥＬ、ＦＥＤ（Ｆｉｅｌｄ
 Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｄｉｓｐｌａｙ；電界放出ディスプレイ）など、任意の表示装置を用
いることが可能である。
【００２２】
〈処理・制御〉
　図２を参照して、この実施形態にかかる超音波診断装置について説明する。この実施形
態にかかる超音波診断装置は、送信部１２１と、受信部１２２と、信号処理部１２３と、
画像生成部１２４と、表示制御部１２５と、Ｉ／Ｆ１２６、記憶部１２７、制御部１２８
とを有する。
【００２３】
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　（送信部１２１）
　送信部１２１は、超音波プローブ１１０、体腔内プローブ１１１、穿刺プローブ１１２
等に電気信号を供給して所定の焦点にビームフォームした（つまり送信ビームフォームし
た）超音波を送信させる。
【００２４】
　（受信部１２２）
　受信部１２２は、超音波プローブ１１０、体腔内プローブ１１１、穿刺プローブ１１２
が受信したエコー信号を受信する。受信部１２２は、超音波プローブ１１０、体腔内プロ
ーブ１１１、穿刺プローブ１１２が受信したエコー信号を受信し、そのエコー信号に対し
て遅延処理を行うことにより、アナログのエコー信号を整相された（つまり受信ビームフ
ォームされた）デジタルのデータに変換する。
【００２５】
　受信部１２２は、例えば図示しないプリアンプ回路と、Ａ／Ｄ変換器と、受信遅延回路
と、加算器とを有する。プリアンプ回路は、超音波プローブ１１０等の各超音波振動子か
ら出力されるエコー信号を受信チャンネルごとに増幅する。Ａ／Ｄ変換器は、増幅された
エコー信号をデジタル信号に変換する。受信遅延回路は、デジタル信号に変換されたエコ
ー信号に、受信指向性を決定するために必要な遅延時間を与える。加算器は、遅延時間が
与えられたエコー信号を加算する。その加算によって、受信指向性に応じた方向からの反
射成分が強調される。受信部１２２から出力される受信信号は、信号処理部１２３に出力
される。
【００２６】
　（信号処理部１２３）
　信号処理部１２３はＢモード処理部を有する。Ｂモード処理部は受信信号を受信部１２
２から受けて、受信信号の振幅情報の映像化を行う。具体的には、Ｂモード処理部は、受
信信号に対してバンドパスフィルタ処理を行い、その後、出力信号の包絡線を検波し、検
波されたデータに対して対数変換による圧縮処理を施す。
【００２７】
　信号処理部１２３はＣＦＭ（Ｃｏｌｏｒ　Ｆｌｏｗ　Ｍａｐｐｉｎｇ）処理部を有して
いてもよい。ＣＦＭ処理部は血流情報の映像化を行う。血流情報には、速度、分布、また
はパワーなどの情報があり、血流情報は２値化情報として得られる。
【００２８】
　信号処理部１２３はドプラ処理部を有していてもよい。ドプラ処理部は受信信号を位相
検波することによりドプラ偏移周波数成分を取り出し、ＦＦＴ処理を施すことにより血流
速度を表すドプラ周波数分布を生成する。
【００２９】
　信号処理部１２３は、信号処理が施された受信信号（超音波ラスタデータ）を画像生成
部１２４に出力する。
【００３０】
　（画像生成部１２４）
　画像生成部１２４は、信号処理部１２３から出力された信号処理後の受信信号（超音波
ラスタデータ）に基づいて超音波画像データを生成する。画像生成部１２４は、例えばＤ
ＳＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ：デジタルスキャンコンバータ）
を有する。画像生成部１２４は、走査線の信号列で表される信号処理後の受信信号を、直
交座標系で表される画像データに変換する（スキャンコンバージョン処理）。例えば、画
像生成部１２４は、Ｂモード処理部によって信号処理が施された受信信号にスキャンコン
バージョン処理を施すことにより、被検体の組織の形態を表すＢモード画像データを生成
する。画像生成部１２４は、超音波画像データを表示制御部１２５に出力する。
【００３１】
　（表示制御部１２５）
　表示制御部１２５は、超音波画像データを画像生成部１２４から受けて、超音波画像デ
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ータに基づく超音波画像を表示部１０４に表示させる。また、表示制御部１２５は以下に
述べるように、制御部１２８から対処法情報を受け、表示部１０４に対処法表示画面を表
示させる。
【００３２】
　（Ｉ／Ｆ１２６）
　Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）１２６は、接続部１０２における第１コネクタ１０２ａ
、第２コネクタ１０２ｂ、第３コネクタ１０２ｃを介して、接続された超音波プローブ１
１０等から、プローブＩＤを受け、制御部１２８に送る。Ｉ／Ｆ１２６は、例えば第１コ
ネクタ１０２ａ、第２コネクタ１０２ｂ、第３コネクタ１０２ｃなどの接続部分や、通信
プロトコルといったようなハードウェアインターフェースとして構成される。
【００３３】
　プローブＩＤとは、例えば超音波プローブ１１０、体腔内プローブ１１１、穿刺プロー
ブ１１２それぞれの個体ごとに割り当てられている固有の識別情報である。またこれに限
らず、プローブＩＤは、超音波プローブ１１０、体腔内プローブ１１１、穿刺プローブ１
１２の種類を識別する種別単位でそれぞれのプローブに割り当てられている識別情報であ
ってもよい。
【００３４】
　超音波プローブ１１０、体腔内プローブ１１１、穿刺プローブ１１２それぞれには、自
らに割り当てられたプローブＩＤを発生するプローブＩＤ発生部（不図示）が設けられて
いる。後述のように例えば被検体緊急情報が入力されると、Ｉ／Ｆ１２６を介して、制御
部１２８からの指示がプローブに送られる。この指示を受け、プローブＩＤ発生部からプ
ローブＩＤが発生される。このプローブＩＤは、プローブのケーブルと、第１コネクタ１
０２ａ、第２コネクタ１０２ｂおよび第３コネクタ１０２ｃのうちのプローブが接続され
ているコネクタとを介して、Ｉ／Ｆ１２６に送られる。なお、いずれかのプローブを、第
１コネクタ１０２ａ、第２コネクタ１０２ｂ、第３コネクタ１０２ｃのいずれかに接続し
たときに、各プローブのプローブＩＤ発生部がプローブＩＤを発生する構成であってもよ
い。
【００３５】
　（記憶部１２７）
　記憶部１２７は、少なくとも図３に示すような対処法ＤＢを記憶する。記憶部１２７と
しては、例えば超音波診断装置１００に設けられた記憶媒体ＨＤＤやＦｌａｓｈ ＳＳＤ 
（Ｆｌａｓｈ Ｓｏｌｉｄ Ｓｔａｔｅ Ｄｒｉｖｅ）のような補助記憶装置が挙げられる
。またこれに限らず記憶部１２７として、ＲＩＳ（Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）などの機関内、部門内に設けられたネットワーク上におけるス
トレージもしくはサーバであってもよい。またはＷＡＮ上におけるストレージもしくはサ
ーバによって構成されていてもよい。
【００３６】
　ここで、図３を参照して記憶部１２７に記憶された対処法ＤＢについて説明する。図３
は、第１実施形態における記憶部１２７に記憶された対処法ＤＢのテーブルを示す概略図
である。
【００３７】
　対処法ＤＢのテーブルには、「プローブの種類」、「プローブＩＤ」、および「対処法
表示画面」の項目があり、プローブＩＤごとに、プローブの種類と、当該プローブの種類
に応じた対処法表示画面（不図示）を表示するための対処法情報とが対応付けられて記憶
されている。「プローブＩＤ」は、上述のプローブ発生部から取得したＩＤである。「プ
ローブの種類」は、超音波プローブ、体腔内プローブ、穿刺プローブに種別されており、
さらにスキャン方式ごと（リニアスキャン、セクタスキャン、コンベックススキャンなど
）に種別されていてもよい。なお、超音波プローブ、体腔内プローブ、穿刺プローブの種
別の説明は上述の通りである。
【００３８】
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　図３における「対処法表示画面」の項目における対処法情報には、プローブの種類に対
応した緊急事態への対処法を表示するための画面データが含まれている。被検体に緊急事
態が生じている場合、例えばユーザにより、操作部１０３の被検体緊急情報入力部（不図
示）を介して被検体緊急情報が入力される。被検体の緊急事態とは、被検体の危篤等、被
検体の容態の緊急的な状況変化または変化のおそれを示すものである。第１実施形態にお
いて、対処法情報における画面データは、この緊急事態に対応する手順を表示するための
ものである。具体的には、例えば被検体内に挿入した体腔内プローブ１１１の除去手順や
、穿刺針の除去手順などを示す表示画面である。また、超音波診断装置１００の操作者の
混乱を防ぐための文章等であってもよい。なお、被検体緊急情報は、被検体に対する緊急
事態が生じたときだけでなく、緊急事態が生じるおそれがあるときにも入力される場合が
ある。
【００３９】
　また、この画面データをユーザによる操作部１０３を介した画面切り替え操作により切
り替わる構成とすることが可能である。また、これに限らず手順を文章で箇条書きに示す
画面構成、手順を映像で示す画面構成など、緊急事態への対処法の表示画面データは、任
意の構成を採ることが可能である。
【００４０】
　なお上記に限らず、図３における「対処法表示画面」の項目における対処法情報として
、対処法を音声で案内する音声データを含んでいてもよい。また表示画面データの代替と
して、音声データが記憶されていてもよい。音声データは図示しない音声出力部から出力
される。音声出力部は制御部１２８等によって制御される。
【００４１】
　（制御部１２８）
　制御部１２８は、超音波診断装置１００の各部の動作を制御する。例えば、制御部１２
８は、送信部１２１および受信部１２２による超音波の送受信を制御する。さらに制御部
１２８は、Ｉ／Ｆ１２６から受けたプローブＩＤおよび操作部１０３から受けた緊急情報
に基づいて対処法情報を取得し、表示制御部１２５に対処法情報を送る。表示制御部１２
５は、対処法情報に応じた対処法表示画面を、表示部１０４に表示させる。以下、制御部
１２８による当該制御の詳細について説明する。
【００４２】
　超音波診断装置１００の使用時に被検体に緊急事態が生じ、それに応じてユーザが操作
部１０３を操作して被検体緊急情報の入力操作を行うと、操作部１０３から被検体緊急情
報が制御部１２８に送られる。
【００４３】
　被検体緊急情報の入力に応じて、制御部１２８は、第１コネクタ１０２ａ～第３コネク
タ１０２ｃに選択的に接続された、超音波プローブ１１０、体腔内プローブ１１１または
穿刺プローブ１１２に対し、プローブＩＤの送信指示を送る。この指示に応じて、当該プ
ローブのプローブＩＤ発生部からプローブＩＤが発せられる。制御部１２８は、Ｉ／Ｆ１
２６を介してこのプローブＩＤを受ける。なお、第１コネクタ１０２ａ～第３コネクタ１
０２ｃのいずれかに、超音波プローブ１１０、体腔内プローブ１１１または穿刺プローブ
１１２等が接続されたことに応じて、各プローブＩＤ発生部が、プローブＩＤを発生する
構成であってもよい。制御部１２８は、主記憶装置等（不図示）にプローブＩＤを一時的
に記憶させる。この主記憶装置等は記憶部１２７であってもよい。
【００４４】
　以下、第１実施形態における制御部１２８が取得する対処法情報のパターンおよび当該
対処法情報に基づく表示制御部１２５の表示制御について説明する。ここでは、第１コネ
クタ１０２ａ～第３コネクタ１０２ｃのいずれかに、（１）体腔内プローブ１１１が接続
されている場合、（２）穿刺プローブ１１２が接続されている場合および（３）超音波プ
ローブ１１０が接続されている場合の例をそれぞれ説明する。
【００４５】



(12) JP 2013-13493 A 2013.1.24

10

20

30

40

50

　　〈第１例－体腔内プローブ〉
　体腔内プローブ１１１が接続されている場合について説明する。制御部１２８は、被検
体緊急情報を受けると、プローブＩＤおよび記憶部１２７の対処法ＤＢに基づいて体腔内
プローブの種類を判別する（以下、「種別する」と記載する場合がある）。この場合、制
御部１２８はプローブの種類を体腔内プローブのいずれかの種類と判別し、体腔内プロー
ブに応じた被検体の緊急事態に対する対処法情報を取得する。ただし、対処法ＤＢの他の
構成によっては、プローブの種類の判別を経ずに、プローブＩＤに基づいて対処法情報を
取得する構成であってもよい（以下の例においても同様）。制御部１２８は取得した対処
法情報を、表示制御部１２５に送る。体腔内プローブの種類としては、例えば超音波内視
鏡プローブや経直腸プローブなどが挙げられる。
【００４６】
　表示制御部１２５は、取得した対処法情報に基づいて、表示部１０４に体腔内プローブ
の場合の対処法表示画面を表示させる。例えば、対処法表示画面としては、被検体内（直
腸等）からの体腔内プローブの抜去手順が表示される。このとき、抜去手順の表示方法と
しては超音波画像と並列に表示してもよい。または、超音波画像の一部に抜去手順（例え
ば文字列）を重畳させて表示してもよい。なお、表示される抜去手順の表示形式は、画像
、記号、文字列のいずれであってもよく、またこれらのいくつかの組み合わせであっても
よい。また、対処法表示画面（次の穿刺針の抜去手順等）の表示方法や表示形式は、第２
実施形態以降においても同様である。
【００４７】
　　〈第２例－穿刺プローブ〉
　穿刺プローブ１１２が接続されている場合について説明する。制御部１２８は、被検体
緊急情報を受けると、プローブＩＤおよび対処法ＤＢに基づいてプローブの種類を判別す
る。この場合、制御部１２８は、プローブの種類を穿刺プローブのいずれかの種類と判別
し、穿刺プローブの種類に応じた対処法情報を取得する。また、制御部１２８は取得した
対処法情報を表示制御部１２５に送る。
【００４８】
　表示制御部１２５は、取得した対処法情報に基づいて、表示部１０４に穿刺プローブの
場合の対処法表示画面を表示させる。例えば、対処法表示画面としては、被検体内からの
穿刺針の抜去手順が表示される。
【００４９】
　なお、穿刺針には、太さ、形状、材料などの違いがあるため、穿刺針の抜去手順等、緊
急事態への対処法の違いを分けて表示すべき場合もありうる。したがって、穿刺プローブ
１１２の場合には、被検体緊急情報の入力に付随して、穿刺針の種類を入力させるように
操作部１０３の被検体緊急情報入力部（不図示）が構成されていてもよい。
【００５０】
　このように穿刺針の種類の違いによって、緊急事態への対処法の違いを分けて表示する
場合には、記憶部１２７の対処法ＤＢに記憶された対処法情報の種類が、例えば穿刺針の
種類の数に応じて存在する。また対処法情報は、穿刺プローブの種類だけでなく、穿刺針
の種類によっても分類される。なお、他の例として、穿刺針の種類の情報をユーザの操作
によって入力するのではなく、超音波の送受信により取得した穿刺針を示すデータから判
別する構成であってもよい。
【００５１】
　　〈第３例－超音波プローブ〉
　超音波プローブ１１０が接続されている場合について説明する。超音波プローブ１１０
の場合は原則として、被検体への挿入物を伴わないので、被検体緊急情報を受けた制御部
１２８は、対処法情報を取得しない。
【００５２】
　ただし、制御部１２８が超音波プローブ１１０のプローブＩＤを取得した場合であって
も、対処法ＤＢに対し対処法情報の検索を行わせる構成であってもよい。この構成では、
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対処法ＤＢにおける対処法情報は、例えば次のようになる。すなわち、超音波プローブ１
１０のプローブＩＤに対応する対処法情報は、超音波診断装置１００として、緊急事態へ
の対処法が特にない旨を表示するための表示画面データを、対処法ＤＢに記憶させておく
。制御部１２８が超音波プローブ１１０のプローブＩＤを受けた場合、制御部１２８は被
検体緊急情報の入力を受けると、対処法ＤＢから上記の表示画面データを取得する。
【００５３】
　以上が、第１実施形態の制御部１２８および表示制御部１２５によって、表示部１０４
に対処法表示画面を表示させるための制御内容の説明である。なお、対処法表示画面が画
面切り替え操作を要するように構成されている場合は、さらにユーザにより操作部１０３
を介して画面切り替え操作が行われる。この操作を受け、制御部１２８は、表示制御部１
２５に、表示部１０４に表示された対処法表示画面の切り替え指示を送る。表示制御部１
２５は対処法表示画面が切り替わる。
【００５４】
　なお、制御部１２８による対処法表示画面の表示に関連する制御は、「制御内容」の一
例に該当する。
【００５５】
〈動作〉
　次に、この実施形態における緊急事態に対する制御のフローについて図４を参照して説
明する。図４は、第１実施形態にかかる超音波診断装置１００の動作の概略を示すフロー
チャートである。
【００５６】
（ステップ０１）
　ユーザにより、操作部１０３を介して被検体緊急情報の入力操作がなされると、制御部
１２８は、被検体緊急情報を取得する。
【００５７】
（ステップ０２）
　制御部１２８は、被検体緊急情報の取得に応じて、接続されたプローブのプローブＩＤ
発生部にプローブＩＤを発生させる指示を送る。プローブは、プローブＩＤ発生部が発生
したプローブＩＤを、Ｉ／Ｆ１２６を介して制御部１２８に送る。なお、プローブを第１
コネクタ１０２ａ～第３コネクタ１０２ｃのいずれかに接続したときにプローブＩＤを制
御部１２８に送る構成であってもよい。したがって、この場合にはステップ０１とステッ
プ０２の順序が逆になる。
【００５８】
（ステップ０３）
　制御部１２８は、取得したプローブＩＤおよび記憶部１２７の対処法ＤＢに基づいて、
接続されたプローブの種類を判別する。
【００５９】
（ステップ０４）
　制御部１２８は、判別したプローブの種類が、体腔内プローブ１１１または穿刺プロー
ブ１１２であるか、もしくは超音波プローブ１１０であるか判断する。
【００６０】
（ステップ０５）
　制御部１２８は、プローブの種類が、体腔内プローブ１１１または穿刺プローブ１１２
にかかるものであると判断した場合（Ｓ０４；Ｙｅｓ）、当該プローブの種類に応じた対
処法情報を対処法ＤＢから取得する。
【００６１】
（ステップ０６）
　制御部１２８は、取得した対処法情報を表示制御部１２５に送る。
【００６２】
（ステップ０７）
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　表示制御部１２５は、制御部１２８から受けた対処法情報に基づき、表示部１０４に対
処法表示画面を表示させる。なお、対処法表示画面が画面切り替え操作を要するように構
成されている場合は、さらにユーザにより操作部１０３を介して画面切り替え操作が行わ
れる。この操作を受け、制御部１２８は、表示制御部１２５に、表示部１０４に表示され
た対処法表示画面の切り替え指示を送る。表示制御部１２５は対処法表示画面が切り替わ
る。
【００６３】
（ステップ０８）
　制御部１２８は、表示制御部１２５が表示部１０４に対処法表示画面を表示させること
に応じて、または表示させた後に、第１コネクタ１０２ａ～第３コネクタ１０２ｃに接続
されているプローブの全てに対してプローブの種別を行ったか判断する。または制御部１
２８はプローブの種類が、超音波プローブ１１０にかかるものであると判断した場合（Ｓ
０４；Ｎｏ）、対処法ＤＢから対処法情報を取得せず、当該判断を行う。なお、この判断
を行うにあたり、制御部１２８が接続部１０２におけるコネクタのいずれかについてプロ
ーブの種別を行ったときには、そのコネクタに接続されたプローブついて種別を実行した
旨を主記憶装置等に一時的に記憶させる制御行ってもよい。
【００６４】
　第１コネクタ１０２ａ～第３コネクタ１０２ｃに接続されているプローブの全てに対し
てプローブの種別を行ったと判断した場合には（Ｓ０８；Ｙｅｓ）、被検体緊急情報に対
する当該一連の制御を終了する。プローブの全てに対してプローブの種別を行ってないと
判断した場合には（Ｓ０８；Ｎｏ）、再度、他のコネクタに接続されたプローブＩＤを取
得する工程（Ｓ０２）に戻る。
【００６５】
〈変形例１〉
　次に、第１実施形態の変形例１について図５を参照して説明する。図５は、第１実施形
態における記憶部１２７に記憶された対処法ＤＢのテーブルの変形例を示す概略図である
。図５に示すように、この変形例では、記憶部１２７の対処法ＤＢにおいて、対処法情報
のテーブル「プローブＩＤ」、「プローブの種類」、「対処法情報」の他に、被検体緊急
情報をいくつかに種別した「緊急事態種別」を記憶している。また、対処法ＤＢでは、対
処法情報が、プローブの種類だけでは決まらず、緊急事態種別とプローブの種類の双方に
対応して複数記憶されている。なお、この対処法ＤＢにおける緊急事態種別は、「緊急情
報の種類」の一例に該当する。
【００６６】
　この変形例では、操作部１０３の被検体緊急情報入力部（不図示）において、被検体に
ついての緊急事態を、その事態の具体的な分類に応じて、ユーザに入力させるように構成
される。緊急事態の具体的な分類とは、例えば「危篤」、「出血」、「心肺停止」、「血
圧低下」等の異常事態を示す分類である。この分類は、記憶部１２７の対処法ＤＢにおけ
る緊急事態種別に対応している。
【００６７】
　制御部１２８は、操作部１０３から被検体緊急情報の入力を受け、プローブＩＤを取得
する。さらに制御部１２８は、プローブＩＤに基づきプローブの種類を判別する。なお、
プローブの種別の工程を行うか否かについては、上述の通りである。この変形例では、制
御部１２８が、プローブＩＤだけでなく、被検体緊急情報に基づく緊急事態の種別の情報
も利用して緊急事態種別とプローブの種類の双方に対応した対処法情報が取得される。
【００６８】
　表示制御部１２５は、この対処法情報に基づき対処法表示画面を表示させる。したがっ
て、より詳しい対処法をユーザに提供することができる。
【００６９】
〈変形例２〉
　次に、第１実施形態の変形例２について説明する。この変形例では、制御部１２８が接
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続されたプローブＩＤを取得せず、かつプローブの種別をせず、被検体緊急情報を受けた
ことに応じて、穿刺プローブおよび体腔内プローブの一方または双方に関する緊急事態へ
の対処法情報を同時に表示部１０４に表示させる。
【００７０】
　記憶部１２７の対処法ＤＢには、穿刺プローブおよび体腔内プローブについての対処法
表示画面の画面データを含む対処法情報が記憶されている。
【００７１】
　この変形例では、操作部１０３の被検体緊急情報入力部（不図示）を介して、被検体緊
急情報が入力されると、制御部１２８は、操作部１０３からの入力を受け、対処法ＤＢか
ら、穿刺プローブおよび体腔内プローブについての対処法情報を取得する。制御部１２８
は、表示制御部１２５に対処法情報を送る。表示制御部１２５は、対処法情報に基づき、
超音波画像とともに、穿刺プローブについての対処法および体腔内プローブについての対
処法の一方または双方を表示部１０４に表示させる。なお、超音波画像を表示せず、これ
らの対処法のみ表示させる構成であってもよい。
【００７２】
〈作用効果〉
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置の作用および効果について説明する。
【００７３】
　本実施形態における超音波診断装置１００の制御部１２８は、被検体緊急情報の入力お
よび接続されたプローブの種別に基づき、被検体に対する緊急事態に対処するための対処
法表示画面を表示させる。すなわちユーザは、対処法表示画面にしたがって、発生した緊
急事態に対してどのように対応すべきかを把握することが可能である。これにより、緊急
事態が発生した場合において、被検体の安全の確保を図ることができる。
【００７４】
　また、ユーザに被検体緊急情報を入力させる構成であるので、ユーザの要求に応じた対
処法を提示することができる。また被検体の緊急事態が生じた場合であっても、ユーザが
対処法の提示を必要としないときは、対処法表示画面を表示させないという選択をするこ
とも可能である。
【００７５】
　なお、被検体緊急情報を緊急事態種別でさらに絞る構成においては、より詳しい対処法
をユーザに提供することができる。
【００７６】
［第２実施形態］
　次に、第２実施形態にかかる超音波診断装置１００について説明する。第２実施形態に
おいては、第１実施形態と比較して緊急情報の内容が異なる。その他の部分は第１実施形
態にかかる超音波診断装置１００と同様である。以下、これらの相違点のみについて説明
する。
【００７７】
　第２実施形態における超音波診断装置１００では、操作部１０３において被検体緊急情
報でなく、所在地緊急情報を入力するための所在地緊急情報入力部（不図示）が設けられ
ている。また、記憶部１２７の対処法ＤＢのテーブルには、「プローブの種類」、「プロ
ーブＩＤ」、および「対処法表示画面」の項目があり、プローブＩＤごとに、プローブの
種類と、当該プローブの種類に応じた対処法表示画面（不図示）を表示するための対処法
情報とが対応付けられて記憶されている。「プローブＩＤ」、「プローブの種類」につい
ては、第１実施形態と同様であるため、説明を割愛する。
【００７８】
　対処法ＤＢにおける対処法情報には、プローブの種類に対応した緊急事態への対処法を
表示するための画面データが含まれている。第２実施形態における対処法情報は、超音波
診断装置１００の現在の所在地についての緊急事態に対する対処法の情報である。所在地
についての緊急事態とは、所在地や、当該所在地を含む構築物およびその周辺地域に発生
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した緊急的な状況変化または変化のおそれを示すものである。
【００７９】
　所在地緊急情報としては、例えば、台風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波・噴火
などの自然災害についての情報が挙げられる。また所在地緊急情報として、例えば超音波
診断装置１００が現在配置されている医療機関等に生じた停電など事故情報なども挙げら
れる。また、火災・戦災などの人災等についての情報が挙げられる。以下、これらの緊急
事態を示す情報について単に、「所在地緊急情報」と記載する。また、単に、「所在地」
と記載した場合は、超音波診断装置１００が現在配置されている場所（医療機関、検査室
等）を示すものとする。なお、所在地緊急情報は、所在地や、当該所在地を含む構築物お
よびその周辺地域における緊急事態が生じたときだけでなく、緊急事態が生じるおそれが
あるときにも入力される場合がある。
【００８０】
　第２実施形態において、所在地の緊急事態（停電、地震等）が生じている場合、例えば
、ユーザにより、操作部１０３の所在地緊急情報入力部（不図示）を介して所在地緊急情
報が入力される。制御部１２８は、所在地緊急情報が入力されると、第１実施形態と同様
に、プローブＩＤを取得する。また対処法ＤＢから所在地緊急情報に対応した対処法情報
を取得する。さらに制御部１２８は、取得した対処法情報を表示制御部１２５に送る。表
示制御部１２５は、制御部１２８から受けた対処法情報に基づき所在地の緊急事態に対応
する対処法表示画面を表示部１０４に表示させる。
【００８１】
　その他の事項については、第１実施形態の超音波診断装置１００と同様であるため、説
明を割愛する。
【００８２】
〈作用効果〉
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置の作用および効果について説明する。
【００８３】
　本実施形態における超音波診断装置１００の制御部１２８は、所在地緊急情報の入力お
よび接続されたプローブの種別に基づき、被検体に対する緊急事態に対処するための対処
法表示画面を表示させる。すなわちユーザは、対処法表示画面にしたがって、発生した緊
急事態に対してどのように対応すべきかを把握することが可能である。これにより、緊急
事態が発生した場合において、被検体の安全の確保を図ることができる。
【００８４】
　また、ユーザに所在地緊急情報を入力させる構成であるので、ユーザの要求に応じた対
処法を提示することができる。また所在地に緊急事態が生じた場合であっても、ユーザが
対処法の提示を必要としないときは、対処法表示画面を表示させないという選択をするこ
とも可能である。
【００８５】
　なお、所在地緊急情報を緊急事態種別でさらに絞る構成においては、より詳しい対処法
をユーザに提供することができる。例えば、災害に対して「直ちに退避」、「警告」、「
注意」といったように。緊急度の段階で緊急事態種別が分類される。
【００８６】
［第３実施形態］
　次に、第３実施形態にかかる超音波診断装置１００について図６～図８を参照して説明
する。図６は、第３実施形態にかかる超音波診断装置１００を示すブロック図である。第
３実施形態においては、第１実施形態と比較して緊急情報の入力方法が異なる。その他の
部分は第１実施形態にかかる超音波診断装置１００と同様である。以下、これらの相違点
のみについて説明する。
【００８７】
　第３実施形態における超音波診断装置１００では、ユーザが操作部１０３を介して被検
体緊急情報を入力するのではなく、生体情報測定器具（生体物理測定器具）１２９から受
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けた情報に基づいて対処法情報の取得、対処法表示画面の表示制御を行う。
【００８８】
〈構成〉
　図６に示すように、第３実施形態における超音波診断装置１００は、Ｉ／Ｆ１２６を介
して生体情報測定器具１２９と情報を送受信可能に接続されている。生体情報測定器具１
２９としては、生体電気器具（心電計、脳波計、筋電計など）、呼吸器系器具（呼吸流量
計、電子式呼吸計(スパイロメータ)、呼吸抵抗計など）および、医用監視装置（単数監視
装置（ベッドサイドモニタ）、複数監視装置（セントラルモニタ））等が該当する。医用
監視装置は、心電図・血圧・呼吸数・体温・脈拍・血中酸素飽和度・呼気ガス分圧などの
バイタルサインを監視するものである。以下、説明の便宜上、生体情報測定器具１２９と
して心電計を例にして説明することがある。
【００８９】
　なお、心電計は被検体の心電波形を測定し、ＥＣＧ信号を超音波診断装置に出力する。
心電計は、この実施形態にかかる超音波診断装置に含まれていてもよいし、超音波診断装
置の外部に設置されていてもよい。
【００９０】
　生体情報測定器具１２９は、Ｉ／Ｆ１２６を介して被検体緊急情報を制御部１２８に出
力する。ここで、生体情報測定器具１２９から出力される被検体緊急情報としては、次の
ように分けられる。
【００９１】
　１つの例として、出力される被検体緊急情報を被検体に異常事態が生じていることを示
す情報とする構成が挙げられる。この例の場合、生体情報測定器具１２９は、予め正常な
測定結果の範囲を記憶している。生体情報測定器具１２９は、被検体の測定結果が当該範
囲内にあるかを判断する。生体情報測定器具１２９は測定結果が正常な範囲内にないと判
断した場合、Ｉ／Ｆ１２６を介して被検体緊急情報を制御部１２８に出力する。制御部１
２８は、被検体緊急情報を受け、対処法情報取得に関する制御を行う。
【００９２】
　また、他の例として、出力される情報を、生体情報測定器具１２９による被検体の測定
結果の情報または当該測定結果に基づく情報（例えば心電計のＥＣＧ）とする構成が挙げ
られる。なお、以下においてはこれらの情報を単に、「測定結果情報」と記載する。この
例の場合、生体情報測定器具１２９は、所定時間ごとまたは常時、測定結果情報（ＥＣＧ
など）をＩ／Ｆ１２６を介して制御部１２８に出力する。この場合、測定結果情報が、被
検体緊急情報に該当する。超音波診断装置１００は、補助記憶装置等（記憶部１２７等）
において、予め正常な測定結果の範囲を記憶している。制御部１２８は、当該正常な範囲
の情報を読み出し、測定結果情報としての被検体緊急情報が当該範囲内にあるかを判断す
る。制御部１２８は測定結果としての被検体緊急情報が正常な範囲内にないと判断した場
合、対処法情報の取得に関する制御を行う。
【００９３】
〈動作〉
　次に、第３実施形態における緊急事態に対する制御のフローについて図７および図８を
参照して説明する。図７および図８は、第３実施形態にかかる超音波診断装置１００の動
作の概略を示すフローチャートである。なお、図７は、被検体緊急情報が測定結果情報で
ある場合についての超音波診断装置１００の処理のフローである。
【００９４】
（ステップ１１）
　制御部１２８は、生体情報測定器具１２９からＩ／Ｆ１２６を介して被検体緊急情報の
入力を受ける。
【００９５】
（ステップ１２）
　制御部１２８は、入力された被検体緊急情報が、予め記憶された正常な測定結果の範囲
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内にあるか判断する。制御部１２８は、入力された被検体緊急情報が、予め記憶された正
常な測定結果の範囲内であると判断した場合（Ｓ１２；Ｙｅｓ）、再びステップ１１から
ステップ１２の動作を繰り返す。
【００９６】
（ステップ１３）
　これに対し、制御部１２８は、入力された被検体緊急情報が、予め記憶された正常な測
定結果の範囲内にないと判断した場合（Ｓ１２；Ｎｏ）、制御部１２８は、接続されたプ
ローブのプローブＩＤ発生部にプローブＩＤを発生させる指示を送る。プローブは、プロ
ーブＩＤ発生部が発生したプローブＩＤを、Ｉ／Ｆ１２６を介して制御部１２８に送る。
なおプローブＩＤの送信タイミングとしては、プローブを第１コネクタ１０２ａ～第３コ
ネクタ１０２ｃのいずれかに接続したときにプローブＩＤを制御部１２８に送る構成であ
ってもよい。したがって、この場合にはステップ１３が、ステップ１１またはステップ１
２の前に行われる。
【００９７】
（ステップ１４～１９）
　第３実施形態の超音波診断装置１００におけるステップ１４～１９、すなわちプローブ
の種別（Ｓ１４、Ｓ１５）、対処法情報の取得から対処法表示画面の表示（Ｓ１６～１８
）、対処法表示にかかる制御が完了したかの判断（Ｓ１９）等については、第１実施形態
の処理（図４／ステップ０３～０８）と同様であるため、説明を割愛する。
【００９８】
　その他の事項については、第１実施形態の超音波診断装置１００と同様であるため、説
明を割愛する。
【００９９】
〈作用効果〉
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置の作用および効果について説明する。
【０１００】
　本実施形態における超音波診断装置１００の制御部１２８は、生体情報測定器具１２９
から受けた被検体緊急情報の入力および接続されたプローブの種別に基づき、被検体に対
する緊急事態に対処するための対処法表示画面を表示させる。すなわちユーザは、対処法
表示画面にしたがって、発生した緊急事態に対してどのように対応すべきかを把握するこ
とが可能である。これにより、緊急事態が発生した場合において、被検体の安全の確保を
図ることができる。
【０１０１】
　また、生体情報測定器具１２９から被検体緊急情報の入力を受ける構成であるので、ユ
ーザ個人が判断しなくとも、ユーザが緊急事態の発生を把握することが可能である。また
、ユーザが被検体の異常事態を把握しつつも、緊急事態であることに気付かないといった
判断の誤りも回避することが可能である。
【０１０２】
　なお、被検体緊急情報を緊急事態種別でさらに絞る構成においては、より詳しい対処法
をユーザに提供することができる。
【０１０３】
［第４実施形態］
　次に、第４実施形態にかかる超音波診断装置１００について図９を参照して説明する。
図９は、第４実施形態にかかる超音波診断装置１００を示すブロック図である。第４実施
形態においては、第２実施形態と比較して緊急情報の入力方法が異なる。その他の部分は
第２実施形態にかかる超音波診断装置１００と同様である。以下、これらの相違点のみに
ついて説明する。
【０１０４】
　第４実施形態における超音波診断装置１００では、ユーザが操作部１０３を介して所在
地緊急情報を入力するのではなく、図４に示すようにネットワークＮから受けた所在地緊
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急情報に基づいて対処法情報の取得、対処法表示画面の表示制御を行う。
【０１０５】
〈構成〉
　図９に示すように、第４実施形態における超音波診断装置１００は、Ｉ／Ｆ１２６を介
してネットワークＮにおけるサーバまたはホストコンピュータと接続されている。ネット
ワークＮとしては、ＲＩＳ（Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ
）などの機関内、部門内に設けられたＬＡＮ、専用回線または公衆回線としてのＷＡＮな
どが該当する。
【０１０６】
　第４実施形態において、所在地の緊急事態（停電、地震等）が生じている場合、例えば
、ネットワークＮに接続されたサーバ等により、Ｉ／Ｆ１２６を介して所在地緊急情報が
入力される。制御部１２８は、所在地緊急情報が入力されると、第１実施形態および第２
実施形態と同様に、プローブＩＤを取得する。さらに制御部１２８は、対処法ＤＢから所
在地緊急情報に対応した対処法情報を取得する。さらに制御部１２８は、取得した対処法
情報を表示制御部１２５に送る。表示制御部１２５は、制御部１２８から受けた対処法情
報に基づき所在地の緊急事態に対応する対処法表示画面を表示部１０４に表示させる。
【０１０７】
　その他の事項については、第２実施形態の超音波診断装置１００と同様であるため、説
明を割愛する（動作の流れは第３実施形態を参照のこと）。
【０１０８】
〈作用効果〉
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置の作用および効果について説明する。
【０１０９】
　本実施形態における超音波診断装置１００の制御部１２８は、ネットワークＮから受け
た所在地緊急情報の入力および接続されたプローブの種別に基づき、所在地の緊急事態に
対処するための対処法表示画面を表示させる。すなわちユーザは、対処法表示画面にした
がって、発生した緊急事態に対してどのように対応すべきかを把握することが可能である
。これにより、緊急事態が発生した場合において、被検体の安全の確保を図ることができ
る。
【０１１０】
　また、ネットワークＮから所在地緊急情報の入力を受ける構成であるので、ユーザ個人
が判断しなくとも、ユーザが緊急事態の発生を把握することが可能である。また、ユーザ
が被検体の異常事態を把握しつつも、緊急事態であることに気付かないといった判断の誤
りも回避することが可能である。
【０１１１】
　なお、所在地緊急情報を緊急事態種別でさらに絞る構成においては、より詳しい対処法
をユーザに提供することができる。
【０１１２】
［第５実施形態］
　次に、第５実施形態にかかる超音波診断装置１００について図１０～図１３を参照して
説明する。図１０は、第５実施形態にかかる超音波診断装置１００を示すブロック図であ
る。第５実施形態は、第１実施形態～第４実施形態の組み合わせにかかるものである。
【０１１３】
　第５実施形態における超音波診断装置１００では、制御部１２８が被検体緊急情報およ
び所在地緊急情報のいずれも受けることが可能であり、かついずれの緊急情報が入力され
た場合でも対処法表示画面の表示に関する制御を行う。また被検体緊急情報および所在地
緊急情報は、ユーザが操作部１０３を介して入力するだけでなく、図１０に示すように、
生体情報測定器具１２９、ネットワークＮから入力を受けることも可能である。
【０１１４】
〈構成〉
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　以下、第５実施形態における超音波診断装置１００の構成について、他の実施形態との
差異点を中心に説明する。
【０１１５】
　（操作部）
　第５実施形態における操作部１０３には、被検体緊急情報入力部と所在地緊急情報入力
部（共に不図示）とが設けられている。これらの各入力部に対し、入力操作が行われると
、それぞれ対応する被検体緊急情報、所在地緊急情報が制御部１２８に入力される。
【０１１６】
　（記憶部）
　次に、第５実施形態の記憶部１２７における対処法ＤＢについて図１１を参照して説明
する。図１１は、第５実施形態にかかる記憶部１２７に記憶された対処法ＤＢのテーブル
を示す概略図である。
【０１１７】
　第５実施形態における対処法ＤＢのテーブルにおいても、「プローブの種類」、「プロ
ーブＩＤ」、および「対処法表示画面」の項目があり、プローブＩＤごとに、プローブの
種類と、当該プローブの種類に応じた対処法表示画面（不図示）を表示するための対処法
情報とが対応付けられて記憶されている。さらに、この対処法ＤＢのテーブルには、さら
に「緊急情報の種類」の項目がある。つまり、この対処法ＤＢでは、対処法情報が、プロ
ーブの種類だけでなく、緊急情報が、被検体緊急情報および所在地緊急情報のいずれであ
るかによって、対処法情報の種類が分けられて記憶されている。なお、対処法情報は、被
検体緊急情報の場合と所在地緊急情報の場合とで表示する対処法を分けるように構成され
ていてもよい。例えば、被検体緊急情報（危篤等）の場合は、プローブ等の除去時間より
、被検体の容態を重視した対処法を表示するように対処法情報を構成し、これに対して所
在地緊急情報の場合は、プローブ等の除去を短い時間で行うことを重視した対処法を表示
するように対処法情報を構成することができる。
【０１１８】
　（制御部）
　第５実施形態における制御部１２８は、操作部１０３から被検体緊急情報と、所在地緊
急情報とのいずれの入力も受ける。また、被検体緊急情報は生体情報測定器具１２９から
受け、所在地緊急情報はネットワークＮから受ける。上記第３実施形態の対処法表示画面
の表示制御の一例においては、生体情報測定器具１２９から被検体緊急情報を受けたこと
に応じ、正常な範囲であるかの判断を行う工程がある（図７参照）。したがって、まず制
御部１２８は、入力を受けた緊急情報が被検体緊急情報と所在地緊急情報とのいずれであ
るか判別を行う。
【０１１９】
　制御部１２８は、生体情報測定器具１２９から被検体緊急情報を受けたと判断した場合
、第３実施形態と同様に、補助記憶装置等（記憶部１２７等）から、測定結果の範囲の情
報を読み出し、測定結果情報としての被検体緊急情報が当該範囲内にあるかを判断する。
制御部１２８は測定結果情報としての被検体緊急情報が正常な範囲内にないと判断した場
合、対処法情報の取得に関する制御を行う。
【０１２０】
〈動作〉
　次に、第５実施形態における緊急事態に対する制御のフローについて図１２および図１
３を参照して説明する。図１２および図１３は、第５実施形態にかかる超音波診断装置１
００の動作の概略を示すフローチャートである。なお、図１２は、生体情報測定器具１２
９から入力される被検体緊急情報が測定結果情報である場合についてのものである。
【０１２１】
（ステップ２１）
　制御部１２８は、操作部１０３を介して、または生体情報測定器具１２９もしくはネッ
トワークＮからＩ／Ｆ１２６を介して緊急情報の入力を受ける。
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【０１２２】
（ステップ２２）
　制御部１２８は、入力された緊急情報が、被検体緊急情報であるか、または所在地緊急
情報であるかについて判別する。例えば、制御部１２８は、操作部１０３の被検体緊急情
報入力部または生体情報測定器具１２９から入力された情報は被検体緊急情報であると判
断する。また、操作部１０３の所在地緊急情報入力部またはネットワークＮから入力され
た情報は所在地緊急情報であると判断する。
【０１２３】
（ステップ２３）
　また、制御部１２８は、入力された緊急情報を、被検体緊急情報であると判別した場合
（Ｓ２２；Ｙｅｓ）、制御部１２８は、被検体緊急情報が、生体情報測定器具１２９から
入力されたものであるか判別する。
【０１２４】
（ステップ２４）
　制御部１２８は、入力された被検体緊急情報が、生体情報測定器具１２９から入力され
たと判別した場合（Ｓ２３；Ｙｅｓ）、制御部１２８は、入力された被検体緊急情報が、
予め記憶された正常な測定結果の範囲内にあるか判断する。制御部１２８は、入力された
被検体緊急情報が、予め記憶された正常な測定結果の範囲内であると判断した場合（Ｓ２
４；Ｙｅｓ）、再びステップ２１からステップ２２の動作を繰り返す。
【０１２５】
（ステップ２５）
　制御部１２８は、入力された緊急情報が、被検体緊急情報でない（所在地緊急情報であ
る）と判別した場合（Ｓ２２；Ｎｏ）、制御部１２８は、プローブＩＤ発生部（不図示）
にプローブＩＤを発生させる指示を送る。プローブは、プローブＩＤ発生部が発生したプ
ローブＩＤを、Ｉ／Ｆ１２６を介して制御部１２８に送る。なお、プローブを第１コネク
タ１０２ａ～第３コネクタ１０２ｃのいずれかに接続したときにプローブＩＤを制御部１
２８に送る構成であってもよい。したがって、この場合にはステップ２５がステップ２１
～２４のいずれかの前段階の処理になる。
【０１２６】
　制御部１２８は、入力された被検体緊急情報が、生体情報測定器具１２９から入力され
ていない（操作部１０３から入力された）と判別した場合（Ｓ２３；Ｎｏ）も上記ステッ
プ２５と同様にプローブＩＤ発生の指示を送る。同じく制御部１２８が、入力された被検
体緊急情報が、予め記憶された正常な測定結果の範囲内にないと判断した場合（Ｓ２４；
Ｎｏ）も上記ステップ２５と同様にプローブＩＤ発生の指示を送る。
【０１２７】
（ステップ２６～３０）
　第５実施形態の超音波診断装置１００におけるステップ２６～３０、すなわちプローブ
の種別（Ｓ２６、Ｓ２７）、対処法情報の取得から対処法表示画面の表示（Ｓ２８～３０
）、対処法表示にかかる制御が完了したかの判断（Ｓ３１）等については、第１実施形態
の処理（図４／ステップ０３～０８）と同様であるため、説明を割愛する。
【０１２８】
〈作用効果〉
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置の作用および効果について説明する。
【０１２９】
　本実施形態における超音波診断装置１００の制御部１２８は、操作部１０３、生体情報
測定器具１２９またはネットワークＮから受けた緊急情報の入力および接続されたプロー
ブの種別に基づき、緊急事態に対処するための対処法表示画面を表示させる。すなわちユ
ーザは、対処法表示画面にしたがって、発生した緊急事態に対してどのように対応すべき
かを把握することが可能である。これにより、緊急事態が発生した場合において、被検体
の安全の確保を図ることができる。
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【０１３０】
　また、ユーザ入力操作、生体情報測定器具１２９またはネットワークＮから緊急情報の
入力を受ける構成であるので、さまざまな事態に対処可能であり、緊急事態に対して幅広
く対処することが可能である。
【０１３１】
　なお、緊急情報を緊急事態種別でさらに絞る構成においては、より詳しい対処法をユー
ザに提供することができる。
【０１３２】
［第６実施形態］
　次に、第６実施形態にかかる超音波診断装置１００について図１４および図１５を参照
して、緊急事態に対する制御のフローを中心に説明する。図１４および図１５は、第６実
施形態にかかる超音波診断装置１００の動作の一例の概略を示すフローチャートである。
第６実施形態は、第１実施形態～第５実施形態のいずれに対しても組み合わせることがで
きるが、ここでは、第５実施形態との組み合わせについて説明する。この組み合わせにお
いては、第５実施形態と比較すると制御部１２８が、接続されているプローブが使用され
ているかについて判断する制御を行う点で異なる。その他の部分は第５実施形態にかかる
超音波診断装置１００と同様である。以下、これらの相違点のみについて説明する。
【０１３３】
　第６実施形態における制御部１２８は、第５実施形態と同様に、被検体緊急情報と所在
地緊急情報とのいずれの入力も受ける。制御部１２８は、これらの緊急情報を受けると、
接続部１０２に接続されているプローブが、駆動中であるかについて判断する。制御部１
２８は、駆動中のプローブがあると判断すると、対処法情報の取得、対処法表示画面の表
示にかかる制御を行う。
【０１３４】
〈動作〉
　次に、第６実施形態における緊急事態に対する制御のフローについて説明する。
【０１３５】
（ステップ３２）
　制御部１２８は、操作部１０３を介して、もしくは生体情報測定器具１２９、ネットワ
ークＮのいずれかからＩ／Ｆ１２６を介して緊急情報の入力を受ける。
【０１３６】
（ステップ３３）
　本実施形態における制御部１２８は、接続部１０２に接続されたプローブが現在駆動さ
れているか、すなわち超音波の送受信中であるかについて判断する。
【０１３７】
（ステップ３４）
　制御部１２８は、判断対象のプローブが駆動中でないと判断した場合（Ｓ３３；Ｎｏ）
でも、ステップ３３の判断は第１コネクタ１０２ａ～第３コネクタ１０２ｃに接続された
プローブのすべてに対して順次行われる。したがって、制御部１２８は、駆動中かどうか
について判断したプローブの他、他の接続部１０２のコネクタに接続されたプローブにつ
いて、ステップ３２の判断を行ったかについて判断する。接続部１０２接続されたプロー
ブのうち、駆動中かどうかの判断をしていないものがあると判断した場合（Ｓ３４；Ｎｏ
）、他のプローブについて再度ステップ３３の判断を行う。
【０１３８】
（ステップ３５）
　また、制御部１２８は、判断対象のプローブが駆動中であると判断した場合は（Ｓ３３
；Ｙｅｓ）、入力された緊急情報が、被検体緊急情報であるか、所在地緊急情報であるか
について判断する。
【０１３９】
（ステップ３６～４４）
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　第６実施形態の超音波診断装置１００におけるステップ３６～４４、すなわち被検体緊
急情報の入力元の判断（Ｓ３６）、被検体緊急情報が正常な範囲であるかの判断（Ｓ３７
）、プローブのＩＤ取得（Ｓ３８）、プローブの種別（Ｓ３９、４０）、対処法情報の取
得から対処法表示画面の表示（Ｓ４１～４３）、対処法表示にかかる制御が完了したかの
判断（Ｓ４４）等については、第５実施形態の処理（図１２、図１３／ステップ２３～３
１）と同様であるため、説明を割愛する。
【０１４０】
〈作用効果〉
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置の作用および効果について説明する。
【０１４１】
　本実施形態における超音波診断装置１００の制御部１２８は、操作部１０３、生体情報
測定器具１２９またはネットワークＮから受けた緊急情報の入力があると、接続された各
プローブの駆動の有無について判断する。駆動中のプローブについては、緊急情報の種別
および接続されたプローブの種別に基づき、緊急事態に対処するための対処法表示画面を
表示させる。すなわちユーザは、対処法表示画面にしたがって、発生した緊急事態に対し
てどのように対応すべきかを把握することが可能である。これにより、緊急事態が発生し
た場合において、被検体の安全の確保を図ることができる。
【０１４２】
　また、第６実施形態の制御部１２８は、接続されたプローブが駆動中であるかどうか判
断することにより、対処法表示画面の表示にかかる制御を継続するか中断するか判断する
。したがって、超音波診断装置１００による検査が行われていない場合にまで、対処法表
示画面の表示にかかる制御が継続される事態を回避することが可能である。
【０１４３】
　なお、緊急情報を緊急事態種別でさらに絞る構成においては、より詳しい対処法をユー
ザに提供することができる。
【０１４４】
［第７実施形態］
　次に、第７実施形態にかかる超音波診断装置１００について図１６および図１７を参照
して説明する。図１６および図１７は、第７実施形態における超音波診断装置１００の動
作の一例の概略を示すフローチャートである。第７実施形態は、第１実施形態～第６実施
形態のいずれに対しても組み合わせることができるが、ここでは、第５実施形態との組み
合わせについて説明する。この組み合わせにおいては、第５実施形態と比較して制御部１
２８が、接続されている体腔内プローブまたは穿刺針が被検体内に挿入中であるかについ
て判断する制御を行う点で異なる。その他の部分は第５実施形態にかかる超音波診断装置
１００と同様である。以下、これらの相違点のみについて説明する。
【０１４５】
　（記憶部）
　第７実施形態における超音波診断装置１００は、補助記憶装置等（記憶部１２７等）に
おいて、受信信号が示す強度、画素値、輝度値または補正値等における所定の数値情報を
有している（なお、受信信号が示す強度、画素値、輝度値または補正値等を、以下、「画
素値等」と記載することがある。）。所定の数値情報としては、体腔内プローブ１１１を
挿入して超音波の送受信をしたときの、被検体内の組織情報に基づく画素値等が挙げられ
る。また、穿刺針穿刺プローブ１１２を挿入して超音波の送受信をしたときの穿刺針が示
す受信信号の強度等が挙げられる。また、所定の情報は、被検体の組織や穿刺針の材料に
よって、異なる値を示すため、さまざまな所定の範囲を有する。
【０１４６】
　（制御部）
　第７実施形態における制御部１２８は、第５実施形態と同様に、被検体緊急情報と所在
地緊急情報とのいずれの入力も受ける。制御部１２８は、これらの緊急情報を受けると、
接続部１０２に接続されているプローブまたは穿刺針が被検体内に挿入されているかにつ
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いて判断する。例えば、プローブが送受信した受信信号等に応じた画素値等に基づき、現
在体腔内プローブ１１１または穿刺針等の挿入物が挿入中であるか判断する。
【０１４７】
　例えば、制御部１２８は、緊急情報が入力されると、生成された超音波画像における全
画素それぞれが示す画素値（もしくは生データ、補正データ等）の分布を、画像生成部１
２４（もしくは受信部１２２、信号処理部１２３等）から取得する。さらに制御部１２８
は、当該取得した数値情報の分布および記憶部１２７に記憶された所定の情報に基づいて
、体腔内プローブまたは穿刺針が被検体内に挿入されているか判断する。
【０１４８】
　制御部１２８は判断の結果、超音波画像における全画素それぞれが示す画素値の分布に
おいて例えば頂点に対応する値（または多数の画素の値）が、体腔内プローブ１１１の挿
入時の画素値における上記所定の範囲内にあれば、体腔内プローブ１１１が挿入されてい
ると判断する。同様に、制御部１２８は判断の結果、超音波画像における全画素それぞれ
のうち、一定数の画素が、穿刺針を示す画素値に対応していれば、穿刺針が挿入されてい
ると判断する。制御部１２８は、挿入中の体腔内プローブまたは挿入中の穿刺針があると
判断すると、対処法情報の取得、対処法表示画面の表示にかかる制御を行う。
【０１４９】
〈動作〉
　次に、第７実施形態における緊急事態に対する制御のフローについて説明する。
【０１５０】
（ステップ５１）
　制御部１２８は、操作部１０３を介して、もしくは生体情報測定器具１２９、ネットワ
ークＮのいずれかからＩ／Ｆ１２６を介して被検体緊急情報または所在地緊急情報の入力
を受ける。
【０１５１】
（ステップ５２）
　本実施形態における制御部１２８は、補助記憶装置等から、予め記憶された所定の画素
値等の情報を読み出す。さらに制御部１２８は、画素値等の分布と、読み出した所定の情
報とを対比し、現在、体腔内プローブ１１１または穿刺プローブ１１２における穿刺針が
被検体内に挿入されているかについて判断する。
【０１５２】
（ステップ５３）
　制御部１２８は、判断対象のプローブまたは判断対象のプローブにおける穿刺針が、被
検体内に挿入中でないと判断した場合（Ｓ５２；Ｎｏ）でも、ステップ５２の判断は第１
コネクタ１０２ａ～第３コネクタ１０２ｃに接続されたプローブのすべてに対して順次行
われる。したがって、制御部１２８は、駆動中かどうかについて判断したプローブの他、
他の接続部１０２のコネクタに接続されたプローブについて、ステップ５２の判断を行っ
たかについて判断する。接続部１０２接続された全てのプローブについてステップ５２を
実行していないと判断した場合（Ｓ５３；Ｎｏ）、他のプローブについて再度ステップ５
２の判断を行う。
【０１５３】
（ステップ５４）
　また、制御部１２８は、判断対象のプローブまたは判断対象のプローブにおける穿刺針
が、被検体内に挿入中であると判断した場合（Ｓ５２；Ｙｅｓ）、入力された緊急情報が
、被検体緊急情報であるか、所在地緊急情報であるかについて判断する。
【０１５４】
（ステップ５５～６３）
　第７実施形態の超音波診断装置１００におけるステップ５５～６３、すなわち被検体緊
急情報の入力元の判断（Ｓ５５）、被検体緊急情報が正常な範囲であるかの判断（Ｓ５６
）、プローブのＩＤ取得（Ｓ５７）、プローブの種別（Ｓ５８、５９）、対処法情報の取
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得から対処法表示画面の表示（Ｓ６０～６２）、対処法表示にかかる制御が完了したかの
判断（Ｓ６３）等については、第５実施形態の処理（図１２、図１３／ステップ２３～３
０）と同様であるため、説明を割愛する。
【０１５５】
　なお、第６実施形態と第７実施形態を組み合わせる場合は、次の通りである。第６実施
形態において接続部１０２に接続されたプローブが挿入中であるかの判断（Ｓ３２）の後
、プローブが挿入中であると判断された場合（Ｓ３２；Ｙｅｓ）に、上記ステップ５２の
判断を行う（図１４および図１６参照）。
【０１５６】
〈作用効果〉
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置の作用および効果について説明する。
【０１５７】
　本実施形態における超音波診断装置１００の制御部１２８は、操作部１０３、生体情報
測定器具１２９またはネットワークＮから受けた緊急情報の入力があると、接続された各
プローブにおいて、体腔内プローブまたは穿刺針が被検体内に挿入中であるかについて判
断する。体腔内プローブまたは穿刺針が挿入されていると判断した場合には、緊急情報の
種別および接続されたプローブの種別に基づき、被検体に対する緊急事態に対処するため
の対処法表示画面を表示させる。すなわちユーザは、対処法表示画面にしたがって、発生
した緊急事態に対してどのように対応すべきかを把握することが可能である。これにより
、緊急事態が発生した場合において、被検体の安全の確保を図ることができる。
【０１５８】
　また、体腔内プローブ１１１や穿刺プローブ１１２の穿刺針が挿入されず、被検体の安
全の確保に支障がない場合にまで、対処法表示画面の表示にかかる制御が継続される事態
を回避することが可能である。
【０１５９】
　なお、緊急情報を緊急事態種別でさらに絞る構成においては、より詳しい対処法をユー
ザに提供することができる。
【０１６０】
［第８実施形態］
　次に、第８実施形態にかかる超音波診断装置１００について図１８および図１９を参照
して説明する。図１８および図１９は、第８実施形態にかかる超音波診断装置１００の動
作の一例の概略を示すフローチャートである。第８実施形態は、第１実施形態～第７実施
形態のいずれに対しても組み合わせることができるが、ここでは、第５実施形態との組み
合わせについて説明する。この組み合わせにおいては、第７実施形態と比較して、制御部
１２８が、対処法表示画面の表示の前に超音波の送信を継続するどうか判断する点で異な
る。また、体腔内プローブや穿刺針等の挿入物が被検体内から除去されたかの判断をする
点で異なる。その他の部分は第７実施形態にかかる超音波診断装置１００と同様である。
以下、これらの相違点のみについて説明する。
【０１６１】
　（記憶部）
　第７実施形態と同様に、第８実施形態の超音波診断装置１００の補助記憶装置等には、
画素値等の所定の数値情報を有している。所定の数値情報としては、体腔内プローブ１１
１を挿入して超音波の送受信をしたときの、被検体内の組織情報に基づく画素値等が挙げ
られる。また、穿刺針穿刺プローブ１１２を挿入して超音波の送受信をしたときの穿刺針
が示す受信信号の強度等が挙げられる。また、所定の情報は、被検体の組織や穿刺針の材
料によって、異なる値を示すため、さまざまな所定の範囲を有する。
【０１６２】
　（制御部）
　第８実施形態における制御部１２８は、第７実施形態と同様に、プローブＩＤに基づい
てプローブを種別し、接続部１０２に接続されているプローブのうち、体腔内プローブ１
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１１または穿刺プローブ１１２のいずれかに該当するものがあるかについて判断する。
【０１６３】
　また、制御部１２８は、体腔内プローブ１１１または穿刺プローブ１１２が接続されて
いると判断した場合、送信部１２１により該当するプローブの超音波送信を継続させる。
これにより、対処法表示画面の表示制御をする場合には、あわせて超音波画像も並行して
表示部１０４に表示し続けることが可能である。制御部１２８は、体腔内プローブ１１１
、穿刺プローブ１１２のいずれも接続されていないと判断した場合には、送信部１２１に
超音波の送信を停止させる制御を行う。
【０１６４】
　さらに、被検体内に挿入される体腔内プローブ１１１や穿刺針をともなう穿刺プローブ
１１２が接続されていない場合には、超音波の送信を停止することで、不要な電力の消費
を回避することができる。また、緊急事態において必要のない超音波の送信を継続してし
まうことによって、プローブや超音波診断装置１００に支障をきたす事態の回避を図るこ
とが可能である。
【０１６５】
　また、制御部１２８は、対処法表示画面の表示後、体腔内プローブ１１１や穿刺針のよ
うな被検体への挿入物が被検体から除去されたか（取り出されたか）について判断する。
ユーザによって除去が完了した旨を示す操作がされたことに応じて、制御部１２８がこの
判断を行うように構成してもよい。また、他の例として制御部１２８が、補助記憶装置等
から、上記所定の数値情報を読み出し、生成された超音波画像における全画素それぞれが
示す画素値（もしくは生データ、補正データ等）の分布と対比するといったように、超音
波画像の生成にかかるデータに基づいて挿入中であるかを判断してもよい。
【０１６６】
　すなわち第７実施形態と同様に、制御部１２８は判断の結果、生成された超音波画像に
おける全画素それぞれが示す画素値（もしくは生データ、補正データ等）の分布を、画像
生成部１２４（もしくは受信部１２２、信号処理部１２３等）から取得する。
【０１６７】
　さらに制御部１２８は、当該取得した数値情報の分布および記憶部１２７に記憶された
所定の情報に基づいて、体腔内プローブまたは穿刺針が被検体内から除去されたか判断す
る。制御部１２８は、体腔内プローブまたは穿刺針等の挿入物が被検体から除去されたと
判断すると、送信部１２１を制御して、プローブによる超音波の送信を停止させる。
〈動作〉
　次に、第８実施形態における緊急事態に対する制御のフローについて説明する。
【０１６８】
（ステップ７１～７７）
　第８実施形態の超音波診断装置１００におけるステップ７１～７７、すなわち緊急情報
の受信（Ｓ７１）、プローブ等の挿入の有無の判断（Ｓ７２）、接続されたすべてのプロ
ーブについてステップ７２を行ったかの判断（Ｓ７３）、被検体体緊急情報の入力元の判
断（Ｓ７４、Ｓ７５）、被検体緊急情報が正常な範囲であるかの判断（Ｓ７６）、プロー
ブのＩＤ取得（Ｓ７７）、プローブの種別（Ｓ７８、７９）については、第７実施形態の
処理（図１６、図１７／ステップ５１～５９）と同様であるため、説明を割愛する。
【０１６９】
（ステップ８０）
　制御部１２８は、ステップ７９の判断の結果、体腔内プローブ１１１または穿刺プロー
ブ１１２が接続されていると判断した場合（Ｓ７９；Ｙｅｓ）、送信部１２１によって、
該当するプローブの超音波送信を継続させる。
【０１７０】
（ステップ８１）
　制御部１２８は、ステップ７９の判断の結果、体腔内プローブ１１１または穿刺プロー
ブ１１２が接続されていないと判断した場合（Ｓ７９；Ｎｏ）、送信部１２１によって、



(27) JP 2013-13493 A 2013.1.24

10

20

30

40

50

該当するプローブの超音波送信を停止させる。
【０１７１】
（ステップ８２）
　制御部１２８は、ステップ８０とともに、またはステップ８０に前後して、超音波送信
を継続させつつ、当該プローブの種類に応じた対処法情報を対処法ＤＢから取得する。
【０１７２】
（ステップ８３）
　制御部１２８は、取得した対処法情報を表示制御部１２５に送る。
【０１７３】
（ステップ８４）
　表示制御部１２５は、制御部１２８から受けた対処法情報に基づき、表示部１０４に対
処法表示画面を表示させる。あわせて、超音波の送信が継続されているので、超音波画像
も並行して表示部１０４に表示させる。
【０１７４】
（ステップ８５）
　制御部１２８は、ユーザによって体腔内プローブまたは穿刺針の除去が完了した旨を示
す操作がされたかどうかについて判断する。または、制御部１２８は、判断対象のプロー
ブもしくは判断対象のプローブにおける穿刺針が、被検体内から除去されたかについて、
プローブからの受信信号または超音波画像の画素値等に基づき判断する。制御部１２８は
、体腔内プローブまたは穿刺針が被検体から除去されていないと判断した場合は（Ｓ８５
；Ｎｏ）、表示制御部１２５、送信部１２１等を制御して、対処法表示画面を超音波画像
とともに表示し続ける。あわせて、制御部１２８は、体腔内プローブまたは穿刺針が、被
検体から除去されているかの判断（Ｓ８５）を継続する。
【０１７５】
　なお、第８実施形態においては、体腔内プローブまたは穿刺針が被検体から除去された
と判断した場合（Ｓ８５；Ｙｅｓ）、他の実施形態で実行される、対処法表示にかかる制
御が完了したかの判断（第７実施形態／Ｓ６３等）は行わなくてもよい。ステップ７９に
おいて接続部１０２に接続されているプローブのうち、体腔内プローブまたは穿刺プロー
ブ１１２があるかについて判断しているためである。
【０１７６】
　上述の第８実施形態における制御部１２８は、体腔内プローブ１１１や穿刺針のような
被検体への挿入物が被検体から除去されたかについて、ユーザの操作か、またはプローブ
（１１１、１１２）の受信信号に基づいて、判断する。そして制御部１２８は、挿入中の
体腔内プローブまたは挿入中の穿刺針が除去されたと判断すると、送信部１２１を制御し
て、プローブによる超音波の送信を停止させる。ただし、この判断を行わず、予め設定し
た所定時間の経過をもって、制御部１２８がプローブによる超音波の送信を停止させる構
成とすることも可能である。この場合、超音波診断装置１００または外部の計時部から時
間の情報（時刻、経過時間等）を取得し、制御部１２８が予め設定した所定時間の情報と
対比する。取得した時間の情報における値が、所定時間の情報の値を超えた場合、制御部
１２８は、送信部１２１を制御して、プローブによる超音波の送信を停止させる。
【０１７７】
〈作用効果〉
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置の作用および効果について説明する。
【０１７８】
　本実施形態における超音波診断装置１００の制御部１２８は、操作部１０３、生体情報
測定器具１２９またはネットワークＮから受けた緊急情報の入力があると、接続された各
プローブにおいて、体腔内プローブまたは穿刺針が被検体内に挿入中であるかについて判
断する。体腔内プローブまたは穿刺針が挿入されていると判断した場合には、緊急情報の
種別および接続されたプローブの種別に基づき、被検体に対する緊急事態に対処するため
の対処法表示画面を表示させる。すなわちユーザは、対処法表示画面にしたがって、発生
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した緊急事態に対してどのように対応すべきかを把握することが可能である。これにより
、緊急事態が発生した場合において、被検体の安全の確保を図ることができる。
【０１７９】
　また制御部１２８は、対処法表示画面の表示の前に超音波の送信を継続するどうか判断
をする。また、対処法表示画面の表示にともなって体腔内プローブや穿刺針等の挿入物が
被検体内から除去されたかの判断をする。体腔内プローブまたは穿刺針が除去されたと判
断した場合には、超音波の送信を停止する。
【０１８０】
　したがって、体腔内プローブ１１１や穿刺プローブ１１２が接続されていない場合には
、体腔内プローブ１１１や穿刺針が被検体に挿入されている状況がほとんどないといえる
。また、体腔内プローブ１１１や穿刺プローブ１１２の穿刺針の除去を確認した後は、被
検体への挿入物による危険性はほとんどないといえる。そのようなときに、超音波の送信
を停止することで、不要な電力の消費を回避することができる。また、緊急事態において
必要のない超音波の送信を継続してしまうことによって、プローブや超音波診断装置１０
０に支障をきたす事態の回避を図ることが可能である。
【０１８１】
［第９実施形態］
　次に、第９実施形態にかかる超音波診断装置１００について図２０～図２４を参照して
説明する。図２０は、第９実施形態にかかる避難経路ＤＢのテーブルを示す概略図である
。図２１は、第９実施形態の超音波診断装置１００が表示する避難経路表示画面２００を
示す概略図である。第９実施形態は、第１実施形態～第８実施形態のいずれに対しても組
み合わせることができるが、ここでは、第８実施形態との組み合わせについて説明する。
この組み合わせにおいては、第８実施形態と比較して、制御部１２８が、避難経路の表示
にかかる制御を行う点で異なる。また、緊急事態が回避された旨を示す回避情報を取得す
る点で異なる。その他の部分は第８実施形態にかかる超音波診断装置１００と同様である
。
【０１８２】
〈構成〉
　以下、第９実施形態における超音波診断装置１００の構成について、他の実施形態との
差異点を中心に説明する。この実施形態では、超音波診断装置１００に入力される緊急情
報が、被検体緊急情報と、災害情報と、設備不良情報とに種別される。すなわち、他の実
施形態において所在地緊急情報としていたものが、災害情報と設備不良情報とに分けられ
る。
【０１８３】
　災害情報としては、台風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波・噴火などの自然災害
についての情報が挙げられる。加えて、火災・戦災などの人災等についての情報が挙げら
れる。設備不良情報とは、例えば超音波診断装置１００が現在配置されている医療機関等
に生じた停電などの事故情報が挙げられる。なお、災害情報は、災害が生じたときだけで
なく、災害が生じるおそれがあるときにも入力される場合がある。
【０１８４】
　（操作部）
　この実施形態における操作部１０３には、被検体緊急情報入力部と、災害情報入力部と
、設備不良情報入力部とが設けられている（すべて不図示）。これらの各入力部に対し、
入力操作が行われると、対応する被検体緊急情報、災害情報、設備不良情報が制御部１２
８に入力される。
【０１８５】
　（Ｉ／Ｆ）
　Ｉ／Ｆ１２６には、ネットワークＮを介して、ホストコンピュータやサーバ等から災害
情報が入力される。この入力された災害情報は、制御部１２８に送られる。
【０１８６】
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　（記憶部）
　第９実施形態の超音波診断装置１００の補助記憶装置等（例えば、記憶部１２７等）に
は、予め現在地情報が入力されている。この現在地情報は、後述の避難経路の検索に利用
される。次に、この実施形態における避難経路ＤＢについて図２０を参照して説明する。
【０１８７】
　超音波診断装置１００の補助記憶装置等（例えば、記憶部１２７等）には、避難経路Ｄ
Ｂが記憶されている。避難経路ＤＢには、退避先情報、退避前位置情報、周辺情報および
避難経路情報が、緊急情報種別としての災害情報と対応付けられて記憶されている。この
避難経路ＤＢにおける「退避先情報」とは、災害情報が示す災害に対応するための退避先
を示す位置情報である。「退避前位置情報」とは、周辺位置の特定および退避先の特定を
するための、所在地におけるいずれかの位置（病室、検査室等）を示す情報である。「周
辺情報」とは、退避前位置の周辺の情報（見取り図等）を示す情報である。「避難経路情
報」とは、退避前位置、周辺、退避先の情報に基づく避難経路を示す情報である。なお、
この避難経路ＤＢにおける「退避前位置情報」は、「位置情報」の一例に該当する。
【０１８８】
　なお、避難経路ＤＢは、超音波診断装置１００の所在地における設備内のサーバに記憶
されていてもよい。また、現在地情報は、超音波診断装置１００に予め入力されなくても
よく、例えばＲＩＳのサーバにおいて超音波診断装置１００の現在地の情報が記憶されて
いてもよい。このように避難経路ＤＢや現在地情報を外部装置において記憶する場合は、
超音波診断装置１００は、これらの情報をネットワークＮおよびＩ／Ｆ１２６を介して読
み出して利用する。なお超音波診断装置１００は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ：全地球測位システム）を含んでいてもよく、その場合、現在
地情報は予め記憶されなくてもよい。また、携帯可能な超音波診断装置の場合は、ＧＰＳ
機能を他の携帯機器を超音波診断装置に接続し、当該ＧＰＳ機能を用いて現在地情報を取
得するようにしてもよい。
【０１８９】
　（制御部）
　第９実施形態における制御部１２８について図２１を参照して説明する。制御部１２８
は、ネットワークＮまたは操作部１０３から災害情報を受けると、超音波診断装置１００
に予め記憶されている現在地情報に基づいて避難経路ＤＢを検索し、周辺位置、退避先お
よび避難経路を特定し、図２１に示すような避難経路表示画面２００を表示部１０４に表
示させる。
【０１９０】
　ここで、Ｉ／Ｆ１２６を介してネットワークＮから火災発生に基づく災害情報が制御部
１２８に入力された場合の例を挙げて、制御部１２８における避難経路表示画面２００の
表示にかかる制御について説明する。超音波診断装置１００の所在地において火災が発生
すると、制御部１２８は、例えば所在地のホストコンピュータから、ネットワークＮを介
し、災害情報の入力を受ける。ホストコンピュータやサーバは、関連官庁から発信される
緊急災害情報を受けるシステムから災害情報を受けてもよい。
　また災害情報を受けると、制御部１２８は、予め記憶部１２７等に記憶されていた現在
地情報を読み出す。もしくは、制御部１２８が超音波診断装置１００等のＧＰＳ機能を用
いて現在地情報を取得するようにしてもよい。制御部１２８は、災害情報と、取得した予
現在地情報に基づいて次のように避難経路ＤＢを検索する。
【０１９１】
　制御部１２８は、避難経路ＤＢから、予め記憶された現在地情報を検索条件として、避
難経路ＤＢにおける退避前位置情報を特定する。避難経路ＤＢにおいては、退避前位置情
報に、周辺情報と、退避先情報と、避難経路情報とを対応付けて記憶しているので、ここ
で退避前位置と、当該退避前位置の周辺と、退避先と、避難経路が特定される。制御部１
２８はこれらの情報を読み出して、避難経路表示画面２００を表示させる制御を行う。
【０１９２】
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　例えば、制御部１２８は表示制御部１２５に対し、避難経路表示画面２００を生成させ
、表示部１０４に表示させる。この避難経路表示画面２００は、避難経路を模式的に示す
表示画面である。避難経路表示画面２００において、周辺情報に基づいて現在地の周辺の
構造（通路等）が表示される。また、退避前位置情報に基づいて現在地２１０の位置が表
示される。退避先情報に基づいて退避先２２０が表示される。また、避難経路情報に基づ
いて、現在地２１０と退避先２２０を結ぶ避難経路が表示される。なお、制御部１２８は
、避難経路表示画面２００の画面データを、超音波診断装置１００の外部装置、例えば携
帯機器等に出力し、当該携帯機器に避難経路表示画面２００を表示させてもよい。
【０１９３】
　第９実施形態における制御部１２８においても、プローブの種別に応じて、超音波送信
の継続・停止の制御が行われる。また第８実施形態と同様に、制御部１２８は、対処法表
示画面の表示後、体腔内プローブ１１１や穿刺針のような被検体への挿入物が被検体から
除去されたかについて判断する。制御部１２８は判断の結果、体腔内プローブまたは穿刺
針等の挿入物が被検体から除去されたと判断した場合、対処法表示画面の表示を停止する
。また、音声情報を出力している場合はそれも停止する。
【０１９４】
　制御部１２８は、記憶している情報（避難経路ＤＢ等）によらず、現在地情報から退避
先、避難経路を求めて表示させる構成であってもよい。また、屋外であれば現在地の情報
から近隣周辺の避難区域における避難場所までの経路のうち適切な経路を求めて避難経路
を表示させる構成であってもよい。
【０１９５】
　また避難経路の表示に関しては、表示部１０４に表示させる構成に限らず、周辺機器を
用いて避難経路の提供手段にしてもよい。例えば、周辺機器であるプリンタにより避難経
路をプリントアウトしてもよい。
【０１９６】
　〈動作〉
　次に、第９実施形態における緊急事態に対する制御のフローについて説明する。図２２
～図２４は、第９実施形態にかかる超音波診断装置１００の動作の概略を示すフローチャ
ートである。
【０１９７】
（ステップ９１～１０２／図２２～図２３）
　第８実施形態の超音波診断装置１００におけるステップ９１～９７、すなわち緊急情報
の受信（Ｓ９１）、緊急情報の種別の判断（Ｓ９２）、被検体緊急情報の入力元の判断（
Ｓ９３）、被検体緊急情報が正常な範囲であるかの判断（Ｓ９４）、プローブＩＤの取得
（Ｓ９５）、プローブ種別（Ｓ９６、Ｓ９７）、対処法表示画面の表示制御（Ｓ９８～１
０１）、プローブ等の挿入の有無の判断（Ｓ１０２）、については、第８実施形態の処理
（図１８、図１９／ステップ７１～８５）と同様であるため、説明を割愛する。
【０１９８】
（ステップ１０３／図２４）
　制御部１２８は、入力された緊急情報が、被検体緊急情報であるか、災害情報であるか
、または設備不良情報であるかについて判別する。例えば、制御部１２８は、操作部１０
３の災害情報入力部（不図示）またはネットワークＮから入力された情報は災害情報であ
ると判断する。制御部１２８は、緊急情報が災害情報でないと判断した場合（Ｓ１０３；
Ｎｏ）、避難経路表示にかかる制御を行わない。
【０１９９】
（ステップ１０４／図２４）
　制御部１２８は、緊急情報が災害情報であると判断した場合は（Ｓ１０３；Ｙｅｓ）、
補助記憶装置またはネットワークＮ上のホストコンピュータ等から、超音波診断装置１０
０の現在地情報を取得する。
【０２００】
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（ステップ１０５）
　制御部１２８は、取得した現在地情報を検索条件として、避難経路ＤＢにおける退避前
位置情報を特定し、あわせて、周辺情報、退避先情報、避難経路情報を取得する。
【０２０１】
（ステップ１０６）
　制御部１２８は、表示制御部１２５により、現在地情報と、周辺情報、退避先情報、避
難経路情報に基づいて、現在地２１０、退避先２２０、避難経路２３０を定め、避難経路
表示画面２００を生成させる。避難経路表示画面２００の生成は制御部１２８が行っても
よい。制御部１２８は、表示制御部１２５を介して、避難経路表示画面２００を表示部１
０４に表示させる。
【０２０２】
（ステップ１０７）
　制御部１２８は、避難経路表示画面２００を表示させた後、操作部１０３、ネットワー
クＮ等から回避情報が入力されたかについて判断する。回避情報とは、緊急事態が回避さ
れたこと、および緊急事態が解消されたことを示す情報である。回避情報が未だ入力され
ない場合は（Ｓ１０７；Ｎｏ）、この判断を所定時間ごと、または常時繰り返す。
【０２０３】
（ステップ１０８）
　制御部１２８は、回避情報が入力されたと判断した場合は（Ｓ１０７；Ｙｅｓ）、避難
経路表示画面２００の表示を停止する。
【０２０４】
　なお、本実施形態において、ステップ９２において一度、緊急情報の種別を行っている
ため、ステップ１０３の判断を行わず、避難経路の表示を行ってもよい。
【０２０５】
〈作用効果〉
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置の作用および効果について説明する。
【０２０６】
　本実施形態における超音波診断装置１００の制御部１２８は、操作部１０３、生体情報
測定器具１２９またはネットワークＮから受けた緊急情報の入力があると、接続された各
プローブにおいて、体腔内プローブまたは穿刺針が被検体内に挿入中であるかについて判
断する。体腔内プローブまたは穿刺針が挿入されていると判断した場合には、緊急情報の
種別および接続されたプローブの種別に基づき、被検体に対する緊急事態に対処するため
の対処法表示画面を表示させる。すなわちユーザは、対処法表示画面にしたがって、発生
した緊急事態に対してどのように対応すべきかを把握することが可能である。これにより
、緊急事態が発生した場合において、被検体の安全の確保を図ることができる。
【０２０７】
　また制御部１２８は、災害情報の入力を受けて、現在地と退避先と避難経路の情報を取
得し、現在地からの避難経路表示画面２００を表示させる。
【０２０８】
　したがって、災害発生または災害発生のおそれに対して被検体の安全確保を図ることが
可能である。
【０２０９】
［第１０実施形態］
　次に、第１０実施形態にかかる超音波診断装置１００について図２５を参照して説明す
る。図２５は、第１０実施形態にかかる避難経路ＤＢのテーブルを示す概略図である。第
１０実施形態は、第１実施形態～第９実施形態のいずれに対しても組み合わせることがで
きるが、ここでは、第９実施形態との組み合わせについて説明する。この組み合わせにお
いては、第９実施形態と比較して、制御部１２８が、避難経路之表示ではなく、搬送経路
の表示にかかる制御を行う点で異なる。その他の部分は、第９実施形態にかかる超音波診
断装置１００の構成と同様である。
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【０２１０】
〈構成〉
　以下、第１０実施形態における超音波診断装置１００の構成について、他の実施形態と
の差異点を中心に説明する。
【０２１１】
　（記憶部）
　第１０実施形態の超音波診断装置１００の補助記憶装置等（例えば、記憶部１２７等）
には、予め現在地情報が入力されている。この現在地情報は、後述の搬送経路の検索に利
用される。なお、第９実施形態と同様に、現在地情報をＧＰＳ機能等により取得する場合
は、現在地情報を予め記憶させていなくてもよい。次に、この実施形態における搬送経路
ＤＢについて図２５を参照して説明する。
【０２１２】
　超音波診断装置１００の補助記憶装置等（例えば、記憶部１２７等）には、避難経路Ｄ
Ｂ（第９実施形態）でなく、搬送経路ＤＢが記憶されている。搬送経路ＤＢには、搬送位
置情報、搬送前位置情報、周辺情報および搬送経路情報が、緊急情報種別としての被検体
緊急情報と対応付けられて記憶されている。この搬送経路ＤＢにおける「搬送位置情報」
とは、緊急事態が生じた被検体を他の場所（大規模病院、他の手術室等）へ搬送するため
の位置を示す情報である。「搬送前位置情報」とは、周辺位置の特定および搬送するため
の位置の特定をするための、所在地におけるいずれかの位置（手術室、検査室等）を示す
情報である。「周辺情報」とは、搬送前位置の周辺の情報を示す情報である。「搬送経路
情報」とは、搬送前位置、周辺、搬送位置の情報に基づく搬送経路を示す情報である。な
お、この搬送経路ＤＢにおける「搬送前位置情報」は、「位置情報」の一例に該当する。
【０２１３】
　なお、搬送経路ＤＢは、超音波診断装置１００の所在地における設備内のサーバに記憶
されていてもよい。また、現在地情報は、超音波診断装置１００に予め入力されなくても
よく、例えばＲＩＳのサーバにおいて超音波診断装置１００の現在地の情報が記憶されて
いてもよい。このように搬送経路ＤＢや現在地情報を外部装置において記憶する場合は、
超音波診断装置１００は、これらの情報をネットワークＮおよびＩ／Ｆ１２６を介して読
み出して利用する。また、超音波診断装置１００等のＧＰＳ機能により現在地情報を取得
する構成であってもよい。
【０２１４】
　（制御部）
　第１０実施形態における制御部１２８について説明する。制御部１２８は、生体情報測
定器具１２９または操作部１０３から被検体緊急情報を受けると、超音波診断装置１００
に予め記憶されている現在地情報に基づいて搬送経路ＤＢを検索し、周辺位置、搬送位置
および搬送経路を特定し、搬送経路表示画面（不図示）表示部１０４に表示させる。
【０２１５】
　ここで、操作部１０３を介して被検体緊急情報入力部（不図示）から被検体緊急情報が
制御部１２８に入力された場合の例を挙げて、制御部１２８における搬送経路表示画面の
表示にかかる制御について説明する。被検体の容態に応じて被検体緊急情報入力部が操作
されると、制御部１２８は、操作部１０３から被検体緊急情報の入力を受ける。制御部１
２８は、被検体緊急情報と、予め記憶していた現在地情報に基づいて次のように搬送経路
ＤＢを検索する。
【０２１６】
　制御部１２８は、搬送経路ＤＢから、予め記憶された現在地情報を検索条件として、搬
送経路ＤＢにおける搬送前位置情報を特定する。搬送経路ＤＢは搬送前位置情報に、周辺
情報と、搬送位置情報と、搬送経路情報とを対応付けて記憶しているので、ここで搬送前
位置と、当該搬送前位置の周辺と、搬送位置と、搬送経路とが特定される。制御部１２８
はこれらの情報を読み出して、搬送経路表示画面を表示させる制御を行う。
【０２１７】
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　例えば、制御部１２８は表示制御部１２５に対し、搬送経路表示画面を生成させ、表示
部１０４に表示させる。搬送経路表示画面の生成・表示については、避難経路表示画面に
おける工程と同様であるため説明を割愛する。なお、制御部１２８は、搬送経路表示画面
の画面データを、超音波診断装置１００の外部装置、例えば携帯機器等に出力し、当該携
帯機器に搬送経路表示画面を表示させてもよい。
【０２１８】
　〈動作〉
　次に、第１０実施形態における緊急事態に対する制御のフローについて説明する。ここ
では、第１０実施形態の部分についてのみ説明する。図２６は、第１０実施形態にかかる
超音波診断装置１００の動作の概略を示すフローチャートである。
【０２１９】
（ステップ２０１）
　制御部１２８は、入力された緊急情報が、被検体緊急情報であるか、災害情報であるか
、または設備不良情報であるかについて判別する。例えば、制御部１２８は、操作部１０
３の被検体緊急情報入力部（不図示）から入力された情報は被検体緊急情報であると判断
する。制御部１２８は、緊急情報が被検体緊急情報でないと判断した場合（Ｓ２０１；Ｎ
ｏ）、搬送経路表示にかかる制御を行わない。
【０２２０】
（ステップ２０２）
　制御部１２８は、緊急情報が被検体緊急情報であると判断した場合は（Ｓ２０１；Ｙｅ
ｓ）、補助記憶装置もしくはネットワークＮ上のホストコンピュータ等から、またはＧＰ
Ｓ等により、超音波診断装置１００の現在地情報を取得する。
【０２２１】
（ステップ２０３）
　制御部１２８は、取得した現在地情報を検索条件として、搬送経路ＤＢにおける搬送前
位置情報を特定し、あわせて、周辺情報、搬送位置情報、搬送経路情報を取得する。
【０２２２】
（ステップ２０４）
　制御部１２８は、表示制御部１２５により、現在地情報と、周辺情報、搬送位置情報、
搬送経路情報に基づいて、現在地、周辺、搬送位置、搬送経路を定め、搬送経路表示画面
を生成させる。搬送経路表示画面の生成は制御部１２８が行ってもよい。制御部１２８は
、表示制御部１２５を介して、搬送経路表示画面を表示部１０４に表示させる。
【０２２３】
（ステップ２０５）
　制御部１２８は、搬送経路表示画面を表示させた後、操作部１０３から回避情報が入力
されたかについて判断する。回避情報とは、被検体に対する緊急事態が回避されたこと、
および緊急事態が解消されたことを示す情報である。回避情報が未だ入力されない場合は
（Ｓ２０５；Ｎｏ）、この判断を所定時間ごと、または常時繰り返す。
【０２２４】
（ステップ２０６）
　制御部１２８は、回避情報が入力されたと判断した場合は（Ｓ２０５；Ｙｅｓ）、搬送
経路表示画面の表示を停止する。
【０２２５】
　なお、本実施形態において、生体情報測定器具１２９から被検体緊急情報を受信した場
合は、第９実施形態と同様に、被検体緊急情報が正常な範囲にあるかの判断を行う（図２
２／Ｓ９３、Ｓ９４）。したがって、一度被検体緊急情報であるかの判断を行っているの
で、その場合は、ステップ２０１の判断を行わず、搬送経路の表示を行ってもよい。また
、第９実施形態との組み合わせとして、避難経路の表示と搬送経路之表示を選択的に行わ
せることも可能である。この場合は、ステップ２０１で、制御部１２８が緊急情報を災害
情報であると判断した場合（Ｓ２０１；Ｎｏ）、制御部１２８は図２４に示すステップ１



(34) JP 2013-13493 A 2013.1.24

10

20

30

40

50

０４～ステップ１０８の制御を行う。さらに記憶部１２７等に記憶される経路ＤＢは、図
２０に示す避難経路ＤＢと、図２５に示す搬送経路ＤＢとの組み合わせとなる。
【０２２６】
〈作用効果〉
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置の作用および効果について説明する。
【０２２７】
　本実施形態における超音波診断装置１００の制御部１２８は、操作部１０３、生体情報
測定器具１２９またはネットワークＮから受けた緊急情報の入力があると、接続された各
プローブにおいて、体腔内プローブまたは穿刺針が被検体内に挿入中であるかについて判
断する。体腔内プローブまたは穿刺針が挿入されていると判断した場合には、緊急情報の
種別および接続されたプローブの種別に基づき、被検体に対する緊急事態に対処するため
の対処法表示画面を表示させる。すなわちユーザは、対処法表示画面にしたがって、発生
した緊急事態に対してどのように対応すべきかを把握することが可能である。これにより
、緊急事態が発生した場合において、被検体の安全の確保を図ることができる。
【０２２８】
　また制御部１２８は、被検体緊急情報の入力を受けて、現在地と搬送位置と搬送経路の
情報を取得し、現在地からの搬送経路表示画面を表示させる。
【０２２９】
　したがって、検査者等が、被検体の危篤などに対処しきれないと判断した場合は、対処
できる場所へと搬送することを可能にする。したがって被検体の安全確保を図ることが可
能である。
【０２３０】
［第１１実施形態］
　次に、第１１実施形態にかかる超音波診断装置１００について説明する。第１１実施形
態においては、第１実施形態～第１０実施形態と比較して、制御部１２８が、設備不良情
報を受け、内部電源を駆動させる制御を行う点で異なる。その他の部分は第１実施形態～
第１０実施形態にかかる超音波診断装置１００と同様である。
【０２３１】
　本実施形態における超音波診断装置１００は、臨時に使用する電源部（不図示）を有し
ている。
【０２３２】
　第１１実施形態における制御部１２８について説明する。制御部１２８は、ネットワー
クＮまたは操作部１０３から停電等を示す設備不良情報を受けると、超音波診断装置１０
０における電源部を駆動する。なお、記憶部１２７等にあらかじめ電源部による超音波診
断装置１００の駆動に切り替えるかの選択操作用画面の画面データを記憶させておき、制
御部１２８が設備不良情報を受けたときに、当該選択操作用画面の画面データを読み出し
、当該選択操作用画面を表示部１０４に表示させてもよい。この場合、ユーザが電源部に
よる駆動に切り替える選択をする走査をした場合、制御部１２８は、外部電源から、電源
部により超音波診断装置１００を動作させる。
【０２３３】
　なお、火災等の災害によっても電源に障害がある場合もあるため。したがって、本実施
形態において、ネットワークＮから、火災等の災害情報を受けた場合においても、制御部
１２８に上記制御を行わせるように構成することが可能である。
【０２３４】
〈作用効果〉
　以上説明した本実施形態にかかる超音波診断装置の作用および効果について説明する。
【０２３５】
　本実施形態における超音波診断装置１００の制御部１２８では、火災による停電等が発
生し、超音波診断装置１００への電力の供給が困難になった場合でも、超音波画像を一定
期間表示し続けることが可能である。例えば、表示部１０４に超音波画像を表示させてお
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きたい場合、例えば、体腔内プローブ１１１が未だ被検体内に挿入されている場合に、超
音波画像を一定期間表示し続けることで被検体の安全の確保を図ることができる。
【０２３６】
　上述した第１実施形態～第１１実施形態の超音波診断装置１００は、適宜組み合わせて
構成することが可能である。適宜、上記実施形態を組み合わせることにより、緊急事態に
対して被検体の安全確保を図る手段が加わっていくので、より被検体の安全確保を図るこ
とができる。
【０２３７】
　また、上述した第１実施形態～第１１実施形態は、超音波診断装置だけでなく、Ｘ線診
断装置、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置等の、被検体を撮像して医用画像を生成する医用画像
診断装置にも適用可能である。
【０２３８】
　この発明の実施形態を説明したが、上記の実施形態は例として提示したものであり、発
明の範囲を限定することを意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形
態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換
え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれ
るとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０２３９】
　１００　超音波診断装置
　１０２ａ～１０２ｃ　第１コネクタ～第３コネクタ
　１０３　操作部
　１０４　表示部
　１１０　超音波プローブ
　１１１　体腔内プローブ
　１１２　穿刺プローブ
　１２１　送信部
　１２２　受信部
　１２３　信号処理部
　１２４　画像生成部
　１２５　表示制御部
　１２６　Ｉ／Ｆ
　１２７　記憶部
　１２８　制御部
　１２９　生体情報測定器具
　２００　避難経路表示画面
　２１０　現在地
　２２０　退避先
　２３０　避難経路
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